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第１章 計画の概要 

第１節 計画策定の主旨・目的 

これまでの｢大量生産・大量消費・大量廃棄｣型のシステムは、豊かで利便性の

高い社会生活を創造してきましたが、一方で、地球環境に様々な形で影響を与え、

大きな社会問題となっています。 

なかでも、ごみ処理の問題については、ダイオキシン類による汚染や地球温暖

化等、地域内に限定されず広範囲の環境にまで影響を拡大しています。そして、

これらの問題を解決し、「持続可能な社会」を実現するために、「低炭素社会」・「循

環型社会」・「自然共生社会」の実現に向けた取り組みを統合的に進めていくこと

が求められています。 

こうしたなか、「環境基本法」や「循環型社会形成推進基本法」の制定をはじ

め、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や各種リサイクル法など、関係法令の整

備が進められてきました。 

さらに、平成 30 年 6 月には「第 4 次循環型社会形成推進基本計画」が改定さ

れ、国内における取り組みとして、「『質』にも着目した循環型社会の形成」、「低

炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取り組み」、「地域循環圏の高度化」な

ど、5つの項目を掲げ、循環型社会の形成を実行していくことが定められました。 

唐津市においても、時代にあったごみ処理を推進するため、平成 27年度に「一

般廃棄物処理基本計画」（以下、「既計画」といいます。）を策定し、唐津市の生

活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めることはもとより、循環型社会の実現に

向けた取り組みを進めてきたところです。 

本計画は、既計画が中間目標年次を迎えたことから、計画の進捗状況を検証し、

「循環型社会の形成」をより一層進めるための取り組みの方向性を示すものとし

て策定しました。 
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第２節 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」といいます。）第

6条第 1項では、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計

画を定めなければならない」とされています。 

一般廃棄物の処理計画は、長期的視野に立った一般廃棄物処理の基本となる計

画（一般廃棄物処理基本計画）と、各年度ごとに基本計画実施のために必要な事

項を定める計画（一般廃棄物処理実施計画）から構成され、それぞれ、ごみに関

する部分（ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画）と生活排水に関する部分（生

活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画）から構成されています。この関

係を図示したものを図 1-2-1に示します。 

本計画は以上に基づき、長期的・総合的視点に立って、既計画を見直したもの

です。 

 

  一般廃棄物処理計画  

一般廃棄物処理基本計画  一般廃棄物処理実施計画  

（ 10～ 15 年の長期計画）  

・ごみ処理基本計画  

・生活排水処理基本計画  

（各年度計画）  

・ごみ処理実施計画  

・生活排水処理実施計画  

 

図 1-2-1 一般廃棄物処理計画の構成 
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第３節 他の計画との関係 

本計画と他の計画との関係を図 1-3-1、本計画に関係する法令等の概要を表

1-3-1に示します。 

 

一般廃棄物処理計画

環境基本法

唐津市の総合計画、
環境基本計画など

〈廃棄物の適正処理〉 〈再生利用の推進〉

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

グリーン購入法

〈個別物品の特性に応じた規制〉

〈国等が率先して再生品などの調達を推進〉

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

佐賀県廃棄物処理計画

一般廃棄物処理実施計画
（ごみ・生活排水）

一般廃棄物処理基本計画
（ごみ・生活排水）

【本計画】

 

図 1-3-1 本計画と他の計画との関係 
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表 1-3-1 本計画に関連する法令等の概要 

法令名称 
制定年度 

(最終改正) 
概     要 

環境基本法 
平成5年度 

(平成30年度改正) 

環境の保全について基本理念を定め、環境の保全

に関する施策を総合的かつ計画的に推進することに

より、国民の健康と文化的な生活を確保する。 

循環型社会形成推進基本法 
平成12年度 

(平成24年度改正) 

循環型社会の形成についての基本原則や国等の 

責務を定めるとともに基本計画の策定などについて

定めることにより、環境への負荷ができる限り低減さ

れる「循環型社会」の形成を推進する。 

廃棄物の処理及び清掃に  

関する法律 

（廃棄物処理法） 

昭和45年度 

(令和元年度改正) 

廃棄物の排出抑制や適正な処理（分別、保管、収

集、運搬、処分、再生等）を行うことにより、生活  環

境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とし、廃

棄物の定義や処理責任、廃棄物処理業者及び処理

施設に対する許可、廃棄物処理基準などを規定して

いる。 

資源の有効な利用の促進に

関する法律 

（資源有効利用促進法） 

平成3年度 

(平成26年度改正) 

資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制

や環境保全に資するため、主に事業者等の取り組み

を中心に廃棄物の発生抑制、部品等の再利用及び

原材料としての再利用の促進を目的としている。 

容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関す

る法律 

（容器包装リサイクル法） 

平成7年度 

(平成23年度改正) 

家庭等から排出されるごみの大半（容積比約60％）

を占めている容器包装の製造・利用事業者などに 

分別収集された容器包装のリサイクルを義務付ける

ことにより、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を

図る。 

特定家庭用機器再商品化法 

（家電リサイクル法） 

平成10年度 

(平成29年度改正) 

家電製品の製造・販売事業者などに廃家電製品の

回収、リサイクルを義務付けることにより、家電製品

の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図る。 当

面、対象となる家電製品は当初、ブラウン管   テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンとなっていた

が、平成21年4月1日より液晶式及びプラズマ式テレ

ビと衣類乾燥機が追加されている。 

食品循環資源の再生利用等

の促進に関する法律 

（食品リサイクル法） 

平成12年度 

(平成25年度改正) 

売れ残りや食べ残し又は製造過程において発生する

食品廃棄物について、発生抑制、減量化等により最

終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥

料等の原材料として再生利用するため、食品関連事

業者による食品循環資源の再生利用等の促進を図

る。 

建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律 

（建設リサイクル法） 

平成12年度 

(平成26年度改正) 

建設工事の受注者などに建築物などの分別解体や

建設廃棄物のリサイクルなどを義務付け、建設工事

に係る資材の有効利用の確保及び廃棄物の適正な

処理を図る。 

使用済自動車の再資源化等

に関する法律 

（自動車リサイクル法） 

平成14年度 

(令和元年度改正) 

自動車製造業者及び関連事業者による使用済自動

車の再資源化等を適正かつ円滑に実施するための

措置を講じることにより、使用済自動車の適正な処理

とリサイクル等を図る。 

使用済小型電子機器等の再

資源化の促進に関する法律 

（小型家電リサイクル法） 

平成24年度 

デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含

まれる貴金属やレアメタル等の資源の有効利用や有

害物質の管理等の廃棄物の適正処理の確保を図

る。 

国等による環境物品等の 

調達の推進等に関する法律 

（グリーン購入法） 

平成12年度 

(平成27年度改正) 

国等が率先して、再生品などの環境物品等の調達を

推進し、情報提供その他の環境物品等への需要の

転換の促進を図る。 
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第４節 計画の対象区域 

計画対象区域は、本市の行政区域内全域を対象とします。 

 

第５節 計画の範囲 

本計画で対象とする廃棄物は、計画対象区域内で発生する一般廃棄物のうち、

「特別管理一般廃棄物」を除く「ごみ」及び「し尿（生活排水）」とします。 

本計画の策定範囲については、排出段階から収集・運搬、中間処理及び最終処

分の段階までを対象とします。 

 

廃棄物

一般廃棄物

産業廃棄物

ごみ

し尿

特別管理一般廃棄物

家庭系ごみ

事業系ごみ

【排出事業者の処理責任】

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令
で定める20種類

特別管理産業廃棄物

【行政の処理責任】

 

図 1-5-1 本計画で対象とする廃棄物 

 

第６節 計画目標年次 

計画期間は 15 年間とし、平成 28 年度を初年度、令和 12 年度を計画目標年次

とします。また、令和 2年度と令和 7年度を中間目標年次とします。 

 

表 1-6-1 計画期間及び計画目標年次 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

経過年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

計画期間 
                              

     計画期間（15年間）       

               

計画目標年度 

               
               

   中間目標   中間目標  計画目標 
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第７節 一般廃棄物処基本計画の見直し、点検、評価 

１．推進体制 

循環型社会を目指した各施策は、行政だけの取り組みで推進できるものではあ

りません。市民・ＮＰＯ団体等、事業者、行政がそれぞれの役割を認識し、パー

トナーシップと協働の仕組みを築き、実行することで初めて実現が可能となりま

す。 

行政はこれらの仕組みを築くために、施策の推進に向けた組織づくりや意見交

換を行う場の提供に努めます。また、全国的な対応が必要な場合には、近隣の自

治体との連携や国・県に対する働きかけを行います。 

 

図 1-7-1 市民・ＮＰＯ等、事業者、行政のパートナーシップと協働 

 

２．進行管理 

本計画は、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔ（見

直し）のいわゆるＰＤＣＡサイクルにより、各施策や目標の進捗状況について定

期的な検証と継続的な改善を図ります。また、概ね 5年ごと、又は計画策定の前

提となっている諸条件に大きな変動があった場合には本計画を見直します。 

 

図 1-7-2 PDCAサイクルの流れ 

Ｐｌａｎ（計画） 

 

ＤＯ（実行） 

数値目標や施策の設定 計画に基づく施策の実施 

   

Ａｃｔ（見直し） 

 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

5年毎の計画の進捗状況の評価 

及び数値目標及び施策の見直し 

毎年度の計画の進捗状況の評価 

 
市民 

ＮＰＯ等 

 

 

事業者 

 

 

行政 
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第２章 地域の概要 

第１節 地理的・地形的特性 

佐賀県北西部に位置する本市の市域は、東西約 36km、南北約 30km に及び、総

面積は約 487.60km2で、佐賀県全体の約 20％を占めています。 

市域の東部は福岡県糸島市、佐賀市、南部は多久市、武雄市、伊万里市、西部

は玄海町、伊万里湾を隔てて長崎県松浦市に境界を接し、北部は玄界灘に面して

います。また、東部は脊振山系が唐津湾に向かってなだらかに傾斜し、中部は松

浦川の流域に沿って平坦部が広がり、西部には丘陵地帯の上場台地があります。 

その地先をなす唐津湾は帯状の松原と砂浜が両翼に広がり、湾のほぼ中央に高

島があります。また、近郊の海には、神集島、小川島、加唐島、松島、馬渡島、

向島の離島群が東松浦半島を取り囲むように位置しています。 

 

図 2-1-1 本市の位置 

佐賀県
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第２節 気象的特性 

本市の気候は、夏には多雨な太平洋側気候、冬には日本海側気候を見せる二面

的な気候が特徴です。沿岸部においては一年を通して昼夜の寒暖の差が少なく、

猛暑日・真冬日は滅多にありません。台風の直撃が少なく、過去 5年の年間の最

大風速は 13～17m/s程度で、多くは冬の玄界灘の強風や春一番によるものです。 

令和元年の年間降水量は 1,794.0mm、年平均気温は 17.0℃、平均風速は 2.2m/s、

年間日照時間は 1,829.1時間となっています。 

 

表 2-2-1 本市の気象概要（唐津観測所） 

資料：佐賀地方気象台「過去の気象データ」 
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図 2-2-1 月別の気温及び降水量（唐津観測所 令和元年） 

要素 
降水量 
(mm) 

気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照 
時間 
(時間) 平 均 日最高 日最低 平均 

最大 

風速 風向 

平成 27年 1,959.5 16.3 20.2 12.9 2.3 16.8 北 1,722.7 

平成 28年 2,513.5 17.1 21.1 13.6 2.3 14.6 北 1,741.7 

平成 29年 1,532.5 16.6 20.7 12.8 2.3 16.8 北 1,960.2 

平成 30年 1,653.0 16.7 20.9 13.0 2.4 14.2 北 1,996.4 

令和元年 1,794.0 17.0 21.3 13.3 2.2 13.1 北 1,829.1 

1 月 42.5 7.3 11.5 3.1 2.0 9.1 北北西 130.4 

2 月 46.5 8.7 12.7 4.8 2.3 9.3 南 97.3 

3 月 115.5 11.0 15.5 6.7 2.4 9.9 北 174.7 

4 月 105.0 14.5 19.2 10.6 2.3 8.5 西北西 181.7 

5 月 39.0 19.8 25.6 14.6 2.0 8.7 南 254.5 

6 月 209.5 22.1 26.1 18.8 2.4 10.0 北 147.8 

7 月 214.0 25.1 28.5 23.0 2.1 7.5 南 118.6 

8 月 699.5 26.8 30.7 23.7 2.1 13.1 北 171.0 

9 月 90.5 24.9 28.6 22.2 2.3 10.1 南東 143.9 

10 月 99.0 19.8 23.4 16.5 2.6 11.1 北 152.6 

11 月 36.0 14.0 19.0 9.7 1.8 8.1 南 163.4 

12 月 97.0 9.8 14.2 5.7 2.0 8.3 北北西 93.2 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E5%81%B4%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7%E5%81%B4%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%9B%E6%9A%91%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%86%AC%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E7%95%8C%E7%81%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E4%B8%80%E7%95%AA
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第３節 人口動態・分布 

１．人口・世帯 

本市の人口は減少傾向にあります。また、世帯数は増加傾向にある一方で世帯

人員は減少傾向にあり、核家族化が進む傾向にあります。 

国勢調査によれば、平成 27年の人口は 122,785人、世帯数は 43,872世帯、世

帯人員は 2.80 人/世帯です。平成 7 年と比べると人口は 14,651 人減少し、世帯

数は 2,109世帯増加、世帯人員は 0.50人/世帯減少しています。 

 

表 2-3-1 人口・世帯数・世帯人員の推移（各年 10月 1日） 

単位：人、世帯、人/世帯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 17 年以前の実績は合併前市町村の実績を合計した値。平成 17 年 1 月 1 日に、 

旧唐津市、旧浜玉町、旧厳木町、旧相知町、旧北波多村、旧肥前町、旧鎮西町、 

旧呼子町が合併し、平成 18 年 1 月 1 日に旧七山村が合併しました。 

資料：政府統計の総合窓口「国勢調査 人口等基本集計」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 人口・世帯数・世帯人員の推移 

年次 人口 世帯 
世帯人員 

（人口÷世帯） 

H7 137,436 41,703 3.30 

H12 134,144 42,458 3.16 

H17 131,116 43,378 3.02 

H22 126,926 43,651 2.91 

H27 122,785 43,872 2.80 
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２．年齢別人口 

年齢 3 区分別の人口推移をみると、65 歳未満の人口減少が進み、65 歳以上の

老年人口が増えており、少子高齢化の傾向が強まっています。 

国勢調査によれば、平成 27年の年齢 3区分別人口の比率は、年少人口が 14.0％、

生産年齢人口が 56.2％、老年人口が 29.2％です。平成 7年と比べると年少人口、

生産年齢人口はそれぞれ 4.3％、6.8％低下し、老年人口は 10.5％増加していま

す。 

 

表 2-3-2 年齢 3区分別人口の推移（各年 10月 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表中の人口に年齢不詳の人口は含みません。 

※ 平成 17 年以前の実績は合併前市町村の実績を合計した値。平成 17 年 1 月 1 日に、 

旧唐津市、旧浜玉町、旧厳木町、旧相知町、旧北波多村、旧肥前町、旧鎮西町、 

旧呼子町が合併し、平成 18 年 1 月 1 日に旧七山村が合併しました。 

資料：政府統計の総合窓口「国勢調査 人口等基本集計」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 年齢 3区分別人口（比率）の推移 

年 

人口 比率 

年少人口 

(0～14歳) 

生産年齢人口 

(15～64歳) 

老年人口 

(65歳以上) 

年少人口 

(0～14歳) 

生産年齢人口  

(15～64歳) 

老年人口 

(65歳以上) 

H7 25,089 86,612 25,732 18.3% 63.0% 18.7% 

H12 21,986 82,922 29,226 16.4% 61.8% 21.8% 

H17 19,891 79,478 31,550 15.2% 60.7% 24.1% 

H22 18,612 75,322 32,829 14.7% 59.4% 25.9% 

H27 17,235 69,052 35,842 14.0% 56.2% 29.2% 

18.3% 16.4% 15.2% 14.7% 14.0%

63.0% 61.8% 60.7% 59.4% 56.2%

18.7% 21.8% 24.1% 25.9% 29.2%
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３．人口動態（自然・社会動態） 

人口動態をみると、自然動態・社会動態ともに減少が続いており、自然動態に

ついては、出生数が減少する一方で死亡数が増加する傾向にあり、年々減少数が

大きくなる傾向にあります。 

佐賀県人口移動調査によれば、令和元年の年間人口増減数は 1,361人の減少で

あり、うち、自然増減数は 685人が減少、社会増減数が 676人の減少となってい

ます。 

 

表 2-3-3 人口動態の推移（各年 10月 1日） 

※ 平成 22 年、平成 27 年、令和元年の 10 月 1 日現在の人口は、総務省統計局「国勢調査」によります。 

※ 人口増減数は人口移動調査における集計であり、国勢調査による人口の差引とは一致しません。 

  資料：佐賀県統計分析課｢佐賀県人口移動調査｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-3 人口動態の推移 

 

年次 総人口 
自然動態 社会動態 人口増減数 

①＋② 出生 死亡 
自然増減① 
（出生-死亡） 

転入 転出 
社会増減② 
(転入-転出) 

H22 126,926 1,180 1,467 ▲ 287 3,028 3,480 ▲ 452 ▲ 739 

H23 126,283 1,166 1,539 ▲ 373 3,064 3,334 ▲ 270 ▲ 643 

H24 125,535 1,134 1,579 ▲ 445 2,862 3,165 ▲ 303 ▲ 748 

H25 124,514 1,073 1,554 ▲ 481 2,806 3,346 ▲ 540 ▲ 1,021 

H26 123,503 1,093 1,571 ▲ 478 2,789 3,322 ▲ 533 ▲ 1,011 

H27 122,785 1,035 1,643 ▲ 608 2,698 3,515 ▲ 817 ▲ 1,425 

H28 121,610 1,049 1,591 ▲ 542 2,725 3,358 ▲ 633 ▲ 1,175 

H29 120,331 965 1,616 ▲ 651 2,713 3,341 ▲ 628 ▲ 1,279 

H30 119,208 983 1,618 ▲ 635 2,847 3,335 ▲ 488 ▲ 1,123 

R1 117,847 911 1,596 ▲ 685 2,785 3,461 ▲ 676 ▲ 1,361 
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第４節 市街地・集落地の動向 

本市は、市の中心部にある「唐津地区」をはじめとして、「浜玉地区」、「厳木

地区」、「相知地区」、「北波多地区」、「肥前地区」、「鎮西地区」、「呼子地区」及び

「七山地区」の 9地区に区分されます。 

「唐津市都市計画マスタープラン」（平成 22年 12月）では、9地区及び周辺環

境の特徴を考慮して、市街化を進める区域や、自然と調和、一体化した居住環境

等を確保する区域を中心に、6 つのゾーンを設定し、市街地及び集落地の整備を

進めています。 

 

 
資料：「唐津市都市計画マスタープラン」（平成 22 年 12 月） 

図 2-4-1 将来都市構造の基本イメージ 

唐唐津津  

浜浜玉玉  七七山山  

相相知知  

厳厳木木  

北北波波多多  

肥肥前前  

鎮鎮西西  

呼呼子子  
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表 2-4-1 本市の地区及び周辺環境を考慮した 6つのゾーンの概要 

資料：「唐津市都市計画マスタープラン」（平成 22 年 12 月） 

 

名称及び機能 配置イメージ 

①市街地ゾーン 

 市中心部の主に都市活動を行う区域を指定します。 

 都市軸沿い・交差部を中心として、まとまりのある市街地の形

成、都市の活性化に必要な都市機能の配置等を進め、快適便

利な定住の場としての役割を担います。 

◆唐津地区市街地部 

②地域生活・環境共生ゾーン 

 市街地周辺部に広がる平坦地や田園地帯、台地など、地域の

都市活動を行う区域、田園・里山との共存を図る区域、農業生

産の促進を図る区域を指定します。 

 地域生活拠点を核として、地域内での生活に必要な都市機能

の配置等を周辺の自然との調和に配慮して進め、快適でゆとり

ある居住の場としての役割を担います。また、優良農地につい

てはその保全に努め、農業生産地としての役割を担います。 

◆浜玉、厳木、相知、北波多、肥

前、鎮西、呼子、七山の各地域

生活拠点周辺 

◆郊外部の優良農地一帯や河川

沿いの平坦地、漁村集落など 

◆東松浦半島の内陸部に広がる

上場台地一帯 

③自然環境ゾーン（海） 

 沿岸地域の保全等を目的とした区域に指定します。 

 本市を代表する美しい沿岸景観であり保全を図るとともに、市

民および観光客の癒しの場・交流の場としての役割を担いま

す。 

◆玄海国定公園に指定された海岸

部及び島しょ 

④自然環境ゾーン（山） 

 主に森林の保全等を目的とした区域に指定します。 

 都市環境を支える豊かな自然として、防災等の観点からも保全

を図るとともに、市民および観光客の癒しの場・交流の場として

の役割を担います。 

◆市南部から東部に連なる山地 

⑤景観・観光振興ゾーン 

 各ゾーンにおいて、自然地形、景観、歴史などの資源が集積し

ている区域に指定します。 

 地域資源の保全・活用を図るとともに、観光客への「もてなし空

間」としての役割を担います。 

◆市街地ゾーン沿岸部、呼子・肥

前地域の沿岸部、肥前地域の

半島、松浦川沿川、七山地域一

帯 

⑥土地利用調整ゾーン 

 ＩＣ周辺や用途地域外縁部などの開発圧力の高い区域に指定し

ます。 

 農地等周辺環境との調整を図りながら、適切な土地利用を図る

べき地域としての役割を担います。 

◆各ＩＣ周辺  

◆唐津地区の久里、双水、山本、 

石志地区などの既存集落周辺 
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第５節 産業の動向 

産業別就業人口の推移をみると、第三次産業は増加傾向にあり、第一次産業及

び第二次産業は減少傾向にあります。 

国勢調査によれば、平成 27年の産業就業別人口の比率は、第一次産業が 12.1％、

第二次産業が 23.4％、第三次産業が 64.5％です。平成 7 年と比べると第一次産

業、第二次産業はそれぞれ 3.7％、5.0％低下し、第三次産業は 8.7％増加してい

ます。 

 

表 2-5-1 産業別就業人口の推移（各年 10月 1日） 

単位：人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表中の就業人口に分類不能の産業就業者は含みません。 

※ 平成 17 年以前の実績は合併前市町村の実績を合計した値。平成 17 年 1 月 1 日に、 

旧唐津市、旧浜玉町、旧厳木町、旧相知町、旧北波多村、旧肥前町、旧鎮西町、 

旧呼子町が合併し、平成 18 年 1 月 1 日に旧七山村が合併しました。 

資料：政府統計の総合窓口「国勢調査 就業状態等基本集計」 
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図 2-5-1 産業別就業人口（比率）の推移（各年 10月 1日） 

年次 
就業人口 比率 

第一次 
産業 

第二次 
産業 

第三次 
産業 

第一次 
産業 

第二次 
産業 

第三次 
産業 

H7 10,791 19,331 38,029 15.8% 28.4% 55.8% 

H12 9,507 16,846 38,948 14.6% 25.8% 59.6% 

H17 9,037 14,730 39,468 14.3% 23.3% 62.4% 

H22 7,642 13,289 37,743 13.0% 22.6% 64.4% 

H27 7,008 13,477 37,208 12.1% 23.4% 64.5% 
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第６節 土地利用の状況 

地目別面積の総数は、444,708千ｍ2であり、内訳をみると山林の割合が最も大

きく 39.6％を占めており、次いで、畑が 14.5％、田が 9.6％、宅地が 5.4％、原

野が 5.0％、雑種地が 3.8％、池沼が 0.2％、残りをその他の土地が占めています。 

 

表 2-6-1 地目別面積(平成 31年 1月 1日) 

単位：千㎡ 

※ この表は、固定資産概要調書の数値（免税点未満のものも含みます。）であり、国有地等は含まれない

ものもあり市域面積とは相違があります。 

資料：唐津市の固定資産概要調書 
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図 2-6-1 地目別面積（割合）（平成 31年 1月 1日） 

 

区分 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 池沼 その他 

総面積 444,708 42,847 64,390 23,943 176,212 22,347 16,871 734 97,364 

割合 100.0% 9.6% 14.5% 5.4% 39.6% 5.0% 3.8% 0.2% 21.9% 
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第７節 将来計画（開発計画） 

本市では、「第 2次唐津市総合計画（計画期間：平成 27年度～令和 6年度）」 

（平成 27年 3月）を策定し、行政運営を行っています。 

図 2-7-1 第 2次唐津市総合計画の概要（廃棄物行政関連施策） 

■まちづくりの基本理念 

『市民力・地域力によるまちづくり』 
 

■本市の将来都市像 

『海と緑にかこまれたここちよい 唐津』 
 

■まちづくりの基本目標 

基本目標１：快適な生活と安全・安心のまちづくり（廃棄物行政関連） 

基本目標２：全ての産業が調和して活き活き働けるまちづくり 

基本目標３：生涯を通じてここちよく暮らせるまちづくり 

基本目標４：生きる力に満ちた人をはぐくむまちづくり 

基本目標５：歴史と文化が輝く観光のまちづくり 

基本目標６：市民の力を最大限に引き出すまちづくり 
 

■廃棄物行政に関する施策（ごみ・生活排水に関する施策を抜粋） 

○基本目標１：快適な生活と安全・安心のまちづくり 

○基本施策３：自然と調和する快適な生活環境の保全 

〔単位施策〕 
①ごみの減量化及び再資源化 
 資源物回収事業奨励金の交付、分別収集カレンダーの作成、配布をすることで、市民のごみ減

量、リサイクルに対する意識の高揚を図るとともに、資源物回収量の増加を図ります。 
 ペットボトルの分別収集及び再商品化を進め、ごみの減量化及び資源の有効利用を図ります。 
②不法投棄防止対策 
 不法投棄のパトロールを実施し、生活環境の保全を図ります。 
③一般廃棄物処理施設の整備 
 計画的維持管理と更新を実施することにより、安全で安定的な運転管理の向上と適正な廃棄物

処理を行います。 
 環境負荷の軽減と将来にわたって安定的な一般廃棄物処理に努めるために、新たな一般廃棄

物最終処分場の建設に取り組み、努めます。 
 唐津市中部衛生処理センターが老朽化していることにより、施設の統合、延命化、下水道との一

括処理等処理方法を検討し継続して安全な処理を行える体制を整えます。 
④生活環境の向上と環境保全に対する市民の意識向上 
 市民参加による地域団体の取り組みに支援を行うことで、環境保全に係る地域団体の育成・普

及を図ります。 
 市民・企業・行政が協力し、地球環境の美化活動を市民運動として実施することで、環境に対す

る意識の高揚を図ります。 

○基本施策６：安らぎと安心をあたえる住環境の整備 

〔単位施策〕 

①下水道接続（水洗化率）の向上 

 下水道未整備地区において、管渠と浄化槽により地域に適した整備を行います。 

 下水道整備地区において、接続率向上のための普及促進を行います。 

②下水道関連施設の老朽化対策 

 老朽化した公共下水道、集落排水の施設の長寿命化を実施し、計画的に設備更新や部品取替

を行います。 
 



-17- 

第３章 ごみ処理基本計画 

第１節 ごみ処理の現況及び課題 

１．ごみ処理の流れ（処理フロー） 

本市のごみ処理の流れを図 3-1-1に示します。 

現在、本市で排出されたごみの中間処理については、本市の中間処理施設にお

ける処理に加えて、民間事業者への処理委託を行っています。また、最終処分に

ついては、本市の最終処分場における埋立処分に加えて、クリーンパークさがへ

処分委託を行っています。また、本市では、玄海町から処理委託を受けて、可燃

ごみ、不燃ごみ、及び粗大ごみの処理を行っています。 

 

焼却残渣

焼却残渣

不燃残渣

資源物

資源物

資源物

資源物

可燃物残渣

最終処分場

〇管理型（焼却残渣等埋立）

・唐津市清掃センター

〇安定型（不燃物埋立）

・東山不燃物処理場

・厳木町不燃物捨場

・相知町一般廃棄物

　　　　　　　　処理施設

最終処分場

クリーンパークさが

処分委託※

（処理困難物）

〈収集・運搬〉

もえるごみ

（可燃ごみ）

ごみ焼却施設

（唐津市向島焼却場）

〈中間処理〉

ごみ焼却施設

（唐津市清掃センター）

〈最終処分・資源化〉

　　　　〈再資源化〉

　　　　（民間業者）

〇金属類

〇ガラス類

〇ペットボトル

〇紙類

〇紙パック

〇紙製容器包装

〇プラスチック類

〇布類

〇廃食用油

〇小型充電式電池

〇その他

・乾電池・蛍光管

・使用済小型家電　等

　　　資源物

・ペットボトル

・紙類

・布類

・かん類

・その他

（生きびん等）

　　　拠点回収

・乾電池

・蛍光管

・廃食用油

・使用済小型家電

集団回収

もえないごみ

（不燃ごみ）

粗大ごみ

びん類

粗大ごみ・不燃ごみ処理施設

（唐津市清掃センター）

 
※ 唐津市清掃センターで処理できない処理困難物の一部（受入可能なもの）を処分委託しています。 

図 3-1-1 本市のごみ処理の流れ 



-18- 

２．ごみ処理体制 

１）ごみ処理の実施主体 

ごみ処理の実施主体を整理したものを表 3-1-1に示します。 

排出抑制や排出段階における分別排出は、市民・事業者・行政がそれぞれ主体

となって行っており、排出されたごみの収集・運搬から中間処理、最終処分は行

政が主体となって行っています。なお、事業系ごみについては、事業所自らの責

任において適正に処理することを原則とし、事業所が自ら処理できない場合には、

市が許可した一般廃棄物処理収集運搬業者に委託するか、市の施設へ直接搬入し

て処理を行っています。 

 

表 3-1-1 ごみ処理の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 実施主体には委託を含みます。 

項目 市民 事業者 行政 

排出抑制 ○ ○ ○ 

分別排出 ○ ○ ○ 

収集・運搬 － ○ ○ 

中間処理 － － ○ 

最終処分 － － ○ 
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２）ごみの分別区分 

本市の家庭系ごみの分別区分（唐津地区）の概要を表 3-1-2に示します。 

ごみの分別区分は、9 地区（唐津地区、浜玉地区、厳木地区、相知地区、北波

多地区、肥前地区、鎮西地区、呼子地区、七山地区）ごとに定められており、資

源物の一部を除いては、基本的には統一されています。 

事業系ごみの分別区分は、家庭系ごみに準じて行うよう指導しています。 

表 3-1-2 家庭系ごみの分別区分（唐津地区） 

資料：唐津市分別収集パンフレット（令和元年 10月）（唐津地区の分別区分を基に作成） 

分別区分 具体例 

もえるごみ 

（可燃ごみ） 

台所ごみ、ゴム・革製品（靴、長靴など）、プラスチック・ビニール類（洗剤、食料品の 

容器、おもちゃ、ＣＤなど）、使い捨てカイロ・乾燥剤、感熱紙、布類（資源物に出せない 

状態のもの）、廃食用油（紙などに吸わせるか固形化処理したもの）、木くず・せん定 

くず・発泡スチロール（口径 5 ㎝未満・袋に入る長さに切る）、ロープ・ひも類・ホース 

（50㎝未満に切る）、紙おむつ（付着物をとる）、毛布・カーテン（資源物に出せない 

状態のもの）・ふとんなどの綿の入ったもの（座布団大 50㎝四方程度に切る） など 

※ 廃食用油については、拠点回収場所への持込を推奨 

もえないごみ 

（不燃ごみ） 

陶磁器、ガラス食器（皿、コップなど）、耐熱ガラス、板ガラス、小型家電製品（袋に入る 

もの）、刃物類、金物類（鍋、フライパンなど）、電球、かさ、ビニール被覆のハンガー、

針金入りちょうちん、金属キャップ、油やペンキが付いている缶、割れた蛍光管、大き

なプラスチック類（灯油容器、米びつなど）、使い捨てライター（中身を使い切る） など 

※ 小型家電については、拠点回収場所への持込を推奨 

びん類 
空きびん（ドリンク、ジャム、インスタントコーヒー、調味料、油物のびん、化粧空びん 

など）、割れたびん など 

資源物 

ペットボトル 
飲料・酒類・調味料用容器（ジュース、水、酒、みりん、しょうゆなど） 

※ キャップとラベルはもえるごみへ 

紙類 
新聞・折り込みチラシ、段ボール、雑誌・書籍・包装紙・厚紙（箱）、紙パック 

※ 内側が銀色またはビニール貼りの紙パックはもえるごみへ 

布類 
衣類、毛布・カーテンなど 

※ 出せない物（ふとんなどの綿の入ったもの、汚れているもの、ビニール・革製品） 

かん類 
アルミ缶（空き缶：ジュース、ビール、お酒、缶詰）、スチール缶（空き缶：ジュース、 

ビール、お酒、缶詰、空き容器：お菓子、お茶、のりなどの容器） 

その他 生きびん（一升びん、ビールびん）、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線 

粗大ごみ 

タンス・イス・オルガンなど、じゅうたん、自転車、ストーブ・ガスコンロ・扇風機、ふとん 

（2枚 1組）、ベッド・ソファー（スプリングなどの金属は取り外して分別する） 

（指定袋に入らないごみ ※ただし、「リサイクル料金が必要なもの」、「市では処理でき

ないもの」に該当しないもの） 

拠点回収するもの 乾電池・蛍光管、植物性食用油、使用済小型家電 

本市で取り扱わない廃棄物 

家電 4品目 

（家電リサイクル法対象） 

指定家電 4品目 6機器は、販売店等による引取りとする。 

※ ただし、販売店での引取りが出来ない場合、正規の手続きをして市に申し込まれた

ものに限り市が回収する。 

家庭系パソコン 
（ＰＣリサイクル法対象：資源有効利用促進法） 

メーカー等の引取りとする。 

市では処理できない 

廃棄物（処理困難物） 

処理困難物として市が指定するものは、販売店や産業廃棄物処理業者に相談して適

正処理を行う。 
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３）ごみの排出抑制・再生利用の推進体制 

本計画では、ごみの排出抑制・再生利用を推進するための具体的な施策を表

3-1-3 のとおり定め、市民・ＮＰＯ団体等、事業者及び行政の三者が連携協力し

て循環型社会形成推進に向けた取り組みを進めてきました。 

 

表 3-1-3 ごみの排出抑制・再生利用の施策一覧 

施策の名称等 施策の概要 

生ごみの資源化の推進 生ごみ処理機への設置補助を継続します。 

民間回収ルートの活用 販売店や店頭での回収体制を強化します。 

事業系ごみ減量 処理費用に見合った手数料を検討します。 

マイバッグ普及促進 マイバッグ運動を展開します。 

リサイクル協力店拡大 リサイクル協力店の認定を拡大します。 

ごみ処理有料化の継続 指定袋による有料化を継続し、排出抑制を推進します。 

もったいないセンターの開設 粗大ごみの修理・再利用を進めます。 

リターナブルびん等の利用促進 利用促進のため事業者や市民への呼びかけを行います。 

グリーン購入の促進 
製品等を購入する際に環境負荷が小さいものを優先的に

購入します。 

分別排出の徹底 
市民に対する分別排出の周知・徹底を行い、資源化を促進

します。 

リサイクル活動への協力 
リサイクル団体や回収業者が行うリサイクル活動への協力

を呼びかけます。 

自己責任によるリサイクル促進 
オフィス古紙、びん、かんなどを事業者自らリサイクル処理

できるように情報を提供します。 

行政職員の意識向上 
職員の意識向上を図り公共施設から発生するごみの減量

とリサイクルを推進します。 

再生利用の拡充 
廃食用油、剪定木くず、草、生ごみなどの再生利用を促進

します。 

資源物回収事業奨励金の交付 
地域団体に対し回収量に応じ奨励金を交付しごみの減量と

リサイクルを推進します。 

行政回収の多様化 
地域団体が結成されていない地域の資源物を市が主体と

なり回収します。 

公共施設活用の拠点回収の拡充 
蛍光管、乾電池、使用済小型電子機器を拠点回収し適正

処理及び資源化を推進します。 
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４）収集・運搬体制 

ごみの収集・運搬の方法を表 3-1-4、ごみ有料化の状況を表 3-1-5及び収集・

運搬機材の状況を表 3-1-6に示します。 

計画収集区域は本市全域であり、収集区域は 9地区（唐津地区、浜玉地区、厳

木地区、相知地区、北波多地区、肥前地区、鎮西地区、呼子地区、七山地区）に

区分されています。収集方式等は地区ごとに相違がありますが、各地区の現状に

応じた収集・運搬体制を築いています。また、本市では地域の実情に応じて資源

物のストックハウスを公民館等に設置して資源物回収の推進を図っています。 

本市では、指定袋等によるごみ処理の有料化を実施しており、ごみの排出量の

推移等を考慮して適宜料金の見直しを行い、ごみ減量を推進しています。 

 

表 3-1-4 ごみの収集・運搬方法 

※1 一部拠点回収（市役所等）により回収されているものがあります。 

※2 生きびん（一升びん、ビールびん）、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線などを意味します。 

※3 ステーション方式と戸別収集方式の併用を意味します。 

※4 市役所本庁・市民センター、公民館等の指定拠点に回収容器を設置して回収します。 

※5 唐津地区、七山地区は指定袋を使用せず、透明な袋で排出しています。 

 

区分 収集方式 排出方法 収集頻度 運搬形態 

家
庭
系 

もえるごみ（可燃ごみ） 

併用※3 

指定袋（有料） 2 回/週 

直営 

委託 

もえないごみ（不燃ごみ） 指定袋（有料） 1 回/月 

びん類 指定袋（有料） 1 回/月 

資
源
物 

ペットボトル※1 

ステーション 

方式 

専用の回収容器 1 回/月 

紙類 ひもで束ねる 1 回/月 

布類 袋 1 回/月 

かん類 
指定袋（有料） 

又は透明袋※5 
1 回/月 

その他※2 － 1 回/月 

粗大ごみ 併用※3 シール 1回/月・随時 

乾電池・蛍光管 

拠点回収※4 随時 － － 植物性食用油 

使用済小型家電 

直接搬入ごみ 個人による持ち込み 

（有料：もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ、びん、かん類） 

事業系 事業者自ら適正に処理する。もしくは、市の許可業者へ収集運搬

を依頼するか唐津市清掃センターへ直接搬入する（有料）。 
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表 3-1-5 ごみ処理有料化の状況 

 

表 3-1-6 収集・運搬機材の状況 

区分 開始年度 手数料 備考 

家
庭
系 

もえるごみ 

（可燃ごみ） 
Ｈ12 

指定袋による徴収 

（大）40円/袋 

（中）30円/袋 

（小）20円/袋 

・Ｈ22.4 値上げ 

 

もえないごみ 

（不燃ごみ） 
Ｈ12 

指定袋による徴収 

（中）30円/袋 

（小）20円/袋 

・Ｈ22.4 値上げ 

 

びん類 Ｈ16 
指定袋による徴収 

（中）30円/袋 

・Ｈ22.4 値上げ 

 

資源物 

（かん類） 
Ｈ16 

指定袋による徴収 

（中）30円/袋 

・Ｈ22.4 値上げ 

（唐津地区、七山地区除く） 

粗大ごみ Ｈ16 

シールによる徴収 

100円券/台（15㎏未満） 

210円券/台（30㎏未満） 

410円券/台（30㎏以上） 

・Ｈ26.4 値上げ 

(400 円券を 410円に値上げ) 
・R1.10値上げ 
(200 円券を 210円に値上げ) 

直接搬入ごみ 

・もえるごみ 

・もえないごみ 

・粗大ごみ 

・びん、缶 

Ｓ54 

重量に応じて徴収 

～50㎏ 410円 

以降 50㎏ごとに 410円

追加 

 

事業系直接搬入ごみ 

・もえるごみ 

・もえないごみ 

・粗大ごみ 

・びん、缶 

Ｓ54 

重量に応じて徴収 

～50㎏ 820円 

以降 50㎏ごとに 820円

追加 

 

機材名称 

直営分 委託業者分 許可業者分 

台数又は 

隻数 
積載量 

台数又は 

隻数 
積載量 

台数又は 

隻数 
積載量 

収集車 6台 12t 55台 202t 90台 198t 

運搬船等の船舶 － 隻 － t 3隻 25t － 隻 － t 



-23- 

５）ごみ処理・処分体制 

①中間処理体制 

本市の中間処理施設の概要を表 3-1-7、一般廃棄物処理施設（ごみ処理関連）

の位置を図 3-1-2に示します。 

本市が所有する中間処理施設には、唐津市清掃センター（ごみ焼却施設、粗大

ごみ・不燃ごみ処理施設）、唐津市向島焼却場があります。 

唐津市清掃センターについては、現在、施設の性能・機能の回復と延命化及び

エネルギー利用の促進と温室効果ガスの削減を目的として、稼働を継続しながら

基幹的設備改良等事業（平成 30 年度末竣工済）を実施しており、今後も適正な

処理体制を継続するための中核施設として稼働する予定です。 

唐津市向島焼却場については、平成 27 年 1 月に稼働を開始し島内の適正なご

み処理を実施しています。 

 

表 3-1-7 中間処理施設の概要 

 

施設名称 
稼働 
開始 
年月 

施設規模 処理方法 処理対象ごみ 

唐津市清掃センター 

（ごみ焼却施設） 
Ｈ9.4 

150ｔ/日 

（50ｔ/24ｈ×3炉） 

焼却 

（全連続燃焼式） 

可燃ごみ 

処理後可燃残渣 

唐津市清掃センター 

（粗大ごみ・不燃ごみ処理

施設：併用） 

Ｈ9.4 48ｔ/5ｈ 破砕・選別・圧縮 
不燃ごみ 

粗大ごみ 

唐津市向島焼却場 Ｈ27.1 45 ㎏/ｈｒ 
焼却 

（機械化バッチ式） 
可燃ごみ 
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○唐津市向島焼却場
・ごみ焼却施設

○東山不燃物処理場（安定型処分場）
（安定五品目相当ごみ対象）

○唐津市ペットボトルセンター
・資源化施設

○厳木町不燃物捨場（安定型処分場）
（安定五品目相当ごみ対象）

○相知町一般廃棄物処理施設（安定型処分場）
（安定五品目相当ごみ対象）

○唐津市清掃センター
･ごみ焼却施設
・粗大ごみ・不燃ごみ処理施設（併用）
・最終処分場（管理型処分場）

【凡例】

：中間処理施設

：最終処分場

※H27.7より民間委託へ変更
（H28.3に廃止予定）

○クリーンパークさが（管理型処分場）
事業主体：（一財）佐賀県環境クリーン財団

 

図 3-1-2 一般廃棄物処理施設（ごみ処理関連）の位置 
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②最終処分体制 

本市の最終処分場の概要を表 3-1-8に示します。 

本市が所有する最終処分場には、唐津市清掃センターの最終処分場、東山不燃

物処理場、厳木町不燃物捨場及び相知町一般廃棄物処理施設があります。その他、

本市には第 3セクターである（一財）佐賀県環境クリーン財団が運営するクリー

ンパークさが（最終処分場）があります。 

唐津市清掃センターの最終処分場は、埋立て可能な容量が少なくなっており、

一時的な措置として、平成 21 年度より埋立焼却固化灰をクリーンパークさがに

搬出し、延命化を図っています。また、唐津市清掃センターで処理できない処理

困難物の一部をクリーンパークさがで処分しています。 

唐津市清掃センターの最終処分場の埋立て可能な容量が少なくなってきてい

る状況への対応策として、将来の最終処分方法について焼却固化灰のリサイクル

等による資源化の可能性を検討してきました。しかし、現状では受入先の確保が

難しいこと等により資源化の実施が困難であることが判明しました。そのため、

引き続き資源化の可能性を模索しつつも、本市のごみ処理事業の安定継続性を確

保する観点から、早急に新たな最終処分場を整備することが急務となっています。 

 

表 3-1-8 最終処分場の概要 

※1 クリーンパークさがで埋立対象となる一般廃棄物は、唐津市清掃センターでの処理困難物のうち、 

受入可能なものを示しています。 

 

施設名称 
供用 
開始 
年月 

規模 処理方式 埋立対象物 備考 

唐津市清掃センター H4.4 76,200m3 
管理型処分場 

（オープン型） 

不燃残渣 

焼却残渣 

（焼却固化灰） 

 

東山不燃物処理場 S60.4 14,499m3 
安定型処分場 

（オープン型） 

安定 5品目 

相当 

 

厳木町不燃物捨場 S43.4 13,155m3 
安定型処分場 

（オープン型） 
 

相知町一般廃棄物 

処理施設 
S61.4 19,132m3 

安定型処分場 

（オープン型） 
 

クリーンパークさが Ｈ21.4 413,000m3 
管理型処分場 

（オープン型） 

一般廃棄物※1 

産業廃棄物 

【事業主体】 

（一財）佐賀県 

環境クリーン財団 
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３．ごみ処理の実績 

１）令和元年度ごみ処理・処分フロー 

令和元年度のごみ処理・処分フローを図 3-1-3に示します。 

令和元年度の総排出量（集団回収量含む）は 39,590ｔであり、再生利用される

総資源化量は 5,354ｔ、リサイクル率（総資源化量÷総排出量）は 13.5％となっ

ています。 

中間処理による減量化量は29,524ｔであり、集団回収を除いた排出量の75.3％

が減量化されています。また、総排出量の 11.9％に当たる 4,712ｔが埋立処分さ

れています。中間処理量のうち、33,924ｔが焼却処理されています。 

 

処理後資源化量

       1,159t

減量化量

29,524t (75.3%)

最終処分量

4,712t (12.0%)【11.9％】

処理後最終処分量

　　4.712t

総排出量

39,590t

集団回収量

365t

総資源化量

5,354t【13.5％】

排出量

（計画処理量）

39,225t

(100.0%)

（排出量内訳）

・家　庭　系

26,997t(68.8%)

・事　業　系

12,228t(31.2%)

直接資源化量

3,830t (9.8%)

ごみ処理に伴う資源化量

4,989t (12.7%)

中間処理量

35,395t (90.2%)

うち、焼却量

33,924t (86.5%)

処理後残渣量

5,871t (15.0%)

 
※1 （ ）の割合（％）は排出量に対する割合、【 】の割合（％）は総排出量に対する割合。 

図 3-1-3 ごみ処理・処分フロー（令和元年度） 
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２）ごみの排出状況 

過去 5 年間（平成 27 年度～令和元年度）のごみ排出量実績を整理したものを

表 3-1-9に示します。表中に記載されている単位等の指標の算出方法を以下に示

します。 

 

【指標の算出方法】 

（家庭系ごみ） 

□１人１日当たり排出量（ｇ/人・日） 

 ：家庭系ごみ量（ｔ/年）÷人口（人）÷年間日数（365日） 

 

（事業系ごみ） 

□１日当たり排出量（ｔ/日） 

：事業系ごみ量（ｔ/年）÷年間日数（365日） 

□１事業所当たり年間排出量（ｔ/事業所） 

：事業系ごみ量（ｔ/年）÷事業所数（事業所） 

 

（集団回収） 

□１人１日当たり集団回収量（ｇ/人・日） 

：集団回収量（ｔ/年）÷人口（人）÷年間日数（365日） 

 

（総排出量：家庭系ごみ＋事業系ごみ＋集団回収量） 

□１日当たり総排出量（ｔ/日） 

：総排出量（ｔ/年）÷年間日数（365日） 

□１人１日当たり排出量（ｇ/人・日） 

：総排出量（ｔ/年）÷人口（人）÷年間日数（365日） 
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表 3-1-9 ごみ排出量実績 

単位 H27 H28 H29 H30 R1

人 125,608 124,431 123,107 121,890 120,513

事業所 5,534 5,512 5,512 5,512 5,512

可燃ごみ ｔ/年 22,829 22,317 22,210 22,128 22,313

不燃ごみ ｔ/年 1,605 1,570 1,523 1,559 1,538

粗大ごみ ｔ/年 398 408 441 482 481

資源ごみ ｔ/年 1,913 1,739 1,684 1,668 1,631

その他 ｔ/年 120 129 136 129 146

計 ｔ/年 26,865 26,163 25,994 25,966 26,109

可燃ごみ ｔ/年 50 58 57 42 60

不燃ごみ ｔ/年 11 10 11 15 19

粗大ごみ ｔ/年 461 520 622 693 809

計 ｔ/年 522 588 690 750 888

可燃ごみ ｔ/年 8,876 8,959 8,883 9,050 9,013

不燃ごみ ｔ/年 73 78 70 57 58

粗大ごみ ｔ/年 68 78 73 73 85

資源ごみ ｔ/年 1,406 1,948 4,229 3,018 2,429

計 ｔ/年 10,423 11,063 13,255 12,198 11,585

可燃ごみ ｔ/年 838 772 673 643 603

不燃ごみ ｔ/年 13 16 12 11 10

粗大ごみ ｔ/年 40 39 35 30 30

計 ｔ/年 891 827 720 684 643

ｔ/年 27,387 26,751 26,684 26,716 26,997

（資源ごみ含む） ｇ/人・日 597 583 582 583 589

（資源ごみ含む） ｋｇ/人 218 213 212 213 215

（資源ごみ除く） ｋｇ/人 203 199 199 199 202

ｔ/年 11,314 11,890 13,975 12,882 12,228

（資源ごみ含む） ｔ/日 31.00 32.58 38.29 35.29 33.50

（資源ごみ含む） ｔ/事業所 2 2 3 2 2

（資源ごみ除く） ｔ/事業所 2 2 2 2 2

ｔ/年 38,701 38,641 40,659 39,598 39,225

ｇ/人・日 844 843 887 864 856

紙類 ｔ/年 355 329 321 259 234

紙パック ｔ/年 1 1 1 1 1

紙製容器包装 ｔ/年 75 71 75 55 53

金属類 ｔ/年 36 37 41 30 28

ガラス類 ｔ/年 36 33 32 18 23

布類 ｔ/年 31 31 32 25 24

その他 ｔ/年 2 2 2 3 2

ｔ/年 536 504 504 391 365

ｇ/人・日 11.69 10.99 10.99 8.53 7.96

ｔ/年 39,237 39,145 41,163 39,989 39,590

ｔ/日 107 107 113 110 108

ｇ/人・日 856 854 898 872 864

集
団
回
収

計

総排出量
（家庭系+事業系+集団回収）

事
業
系
ご
み

収
集
ご
み

直
搬
ご
み

排
出
量

家庭系ごみ計

事業系ごみ計

計（家庭系+事業系）

行政区域内人口

事業所数

家
庭
系
ご
み

収
集
ご
み

直
搬
ご
み

 

※ 行政区域内人口は各年度 3 月 31 日の住民基本台帳人口（外国人住民含む）です。 

※ 原単位は端数処理のため、『総排出量＝排出量＋集団回収量』とならない場合があります。 
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ごみの総排出量は増減を繰り返しながら概ね横ばいで推移しています。 

排出源別の推移をみると、家庭系ごみは減少傾向、事業系ごみは増加傾向で推

移しています。 

 

 

図 3-1-4 ごみ排出量の推移  

 

本市の 1 人 1 日当たりのごみ排出量は増加傾向で推移しており、平成 27 年度

に対して令和元年度は 44.2ｇの増加となっています。これは、家庭系ごみの原単

位は表 3-1-9よりわずかに減少傾向にあるため、事業系ごみが増加していること

が大きな要因です。なお、平成 30年度（最新統計値）の全国及び佐賀県の 1人 1

日排出量はそれぞれ 918ｇ/人・日、889ｇ/人・日であり、本市の 1人 1日当たり

排出量は全国より小さく、佐賀県より多い水準にあります。 

 

 

図 3-1-5 1人 1日当たり排出量の推移
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３）ごみ処理・処分の実績 

過去 5 年間（平成 27 年度～令和元年度）のごみ処理・処分の実績を整理した

ものを表 3-1-10に示します。 

 

表 3-1-10 ごみ処理・処分の実績 

単位 H27 H28 H29 H30 R1

可燃ごみ ｔ/年 32,593 32,106 31,823 31,863 31,989

不燃ごみ ｔ/年 1,702 1,674 1,616 1,642 1,625

粗大ごみ ｔ/年 944 1,018 1,137 1,244 1,356

資源ごみ ｔ/年 3,319 3,687 5,913 4,686 4,060

その他 ｔ/年 143 156 170 163 195

直接焼却 （焼 却） ｔ/年 32,593 32,106 31,823 31,863 31,989

ｔ/年 2,927 2,991 3,119 3,241 3,402

可燃残渣 （焼 却） ｔ/年 1,053 1,315 1,727 1,803 1,935

不燃残渣 （埋 立） ｔ/年 815 492 281 315 308

金属類 （資源化） ｔ/年 421 501 488 498 494

ガラス類 （資源化） ｔ/年 340 371 298 310 301

ペットボトル （資源化） ｔ/年 176 174 178 178 190

プラスチック類 （資源化） ｔ/年 13 11 12 7 6

ｔ/年 3,177 3,542 5,710 4,479 3,830

紙類 （資源化） ｔ/年 1,217 1,086 982 936 875

紙パック （資源化） ｔ/年 1 0 1 1 1

紙製容器包装 （資源化） ｔ/年 228 206 191 205 205

金属類 （資源化） ｔ/年 125 113 112 113 114

ガラス類 （資源化） ｔ/年 40 36 35 33 30

布類 （資源化） ｔ/年 122 117 119 135 142

廃食用油 （資源化） ｔ/年 5 6 5 5 6

その他 （資源化） ｔ/年 1,439 1,978 4,265 3,051 2,457

（埋 立） ｔ/年 4 2 7 15 4

ｔ/年 33,646 33,421 33,550 33,666 33,924

減量化量 ｔ/年 29,819 29,620 29,568 29,829 29,524

焼却灰 ｔ/年 3,827 3,801 3,982 3,837 4,400

ｔ/年 4,772 5,230 7,325 5,993 5,354

中間処理後資源化 ｔ/年 1,059 1,184 1,111 1,123 1,159

直接資源化 ｔ/年 3,177 3,542 5,710 4,479 3,830

集団回収 ｔ/年 536 504 504 391 365

ｔ/年 4,646 4,295 4,270 4,167 4,712

焼却灰 ｔ/年 3,827 3,801 3,982 3,837 4,400

不燃残渣 ｔ/年 815 492 281 315 308

直接埋め立て ｔ/年 4 2 7 15 4

リサイクル率（対総排出量の割合） ― 12.2% 13.4% 17.8% 15.0% 13.5%

最終処分率（対総排出量の割合） ― 11.8% 11.0% 10.4% 10.4% 11.9%

種
類
別
内
訳

搬
入
内
訳

粗大処理＋資源化施設

直接資源化

直接埋立

処
理
内
訳

焼却処理

資源化

埋め立て

 

※1 乾電池、蛍光管、廃食用油、小型家電（H26～）等を含みます。 
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本市のリサイクル率は、増減はあるものの概ね横ばいで推移しており、伸び悩

んでいる状況です。 

平成 30年度（最新統計値）の全国及び佐賀県のリサイクル率はそれぞれ 19.9％、

20.1％であり、本市のリサイクル率は全国及び佐賀県を下回っています。 

 

 

図 3-1-6 リサイクル率（対総排出量）の推移 

 

本市の最終処分率は、増減はあるものの概ね横ばいで推移しています。 

平成 30 年度（最新統計値）の全国及び佐賀県の最終処分率はそれぞれ 9.0％、

3.7％であり、本市の最終処分率は全国及び佐賀県を上回っています。 

 

 

図 3-1-7 最終処分率（対総排出量）の推移 
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４）排出抑制・再資源化の取り組み実績 

①資源となるごみの分別収集 

排出されるごみのうち、資源化可能な品目と分別収集の実施状況について整理

したものを表 3-1-11に示します。 

本市では、資源化可能な品目のうち、プラスチック製容器包装、生ごみを除く

品目は分別もしくは処理施設にて資源回収しています。 

なお、白色トレイについては、リサイクル推進のため民間の店舗回収等の利用

を奨励しています。生ごみについては、ごみとして排出しない取り組み（家庭で

の堆肥化等）の普及促進に努めています。 

 

表 3-1-11 資源化可能な品目と分別収集の実施状況 

※1 分別実施(◎)、分別は実施していない(×)。 

資源名称 
資源化への対応の有無 

現状の分別等
の有無※1 

区分の名称等 

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
目 

アルミ缶・スチール缶 ◎ 資源物（かん類） 

ガラスびん ◎ びん類、資源物（その他；生きびん） 

ペットボトル ◎ ペットボトル 

プラスチック製 

容器包装 

白色トレイ × 
もえるごみ（可燃ごみ） 

（民間の店舗回収等の利用を推奨） 

ペットボトル、白色トレイ 

以外のプラスチック製 

容器包装 

× 
もえるごみ（可燃ごみ） 

（色付きトレイについては、民間の店舗

回収等の利用を推奨） 

紙製容器包装 

飲料用紙パック ◎ 

紙類 

段ボール ◎ 

飲料用紙パック、段ボール

以外の紙製容器包装 
◎ 

そ
の
他
資
源
化
可
能
な
品
目 

古紙類 ◎ 

古布類 ◎ 布類 

硬質プラスチック 
◎ 

（一部地域） 
その他（ビールケース等） 

バイオマス 

資源 

生ごみ × 
もえるごみ（可燃ごみ） 

（生ごみ処理機器等の購入設置助成

による家庭での有効利用を推進） 

廃食用油等 ◎ 植物性食用油（拠点回収） 

草木類 × 
もえるごみ（可燃ごみ） 

（再生利用業者の中間処理施設で資

源化） 

その他 
乾電池・蛍光管 ◎ 乾電池・蛍光管（拠点回収） 

使用済小型電子機器等 ◎ 使用済小型家電（拠点回収） 
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②再生利用の実績 

再生利用の実績を表 3-1-12に示します。 

本市では、資源物の分別収集や施設での選別資源化及び集団回収により再生利

用を推進しています。令和元年度の種類別資源化量のうち、紙類の割合が最も多

く約 20.71％を占めています。 

 

表 3-1-12 再生利用の実績 

単位：ｔ/年   

H27 H28 H29 H30 R1

中間処理後資源化量 1,059 1,184 1,111 1,123 1,159

直接資源化量 3,177 3,542 5,710 4,479 3,830

集団回収量 536 504 504 391 365

4,772 5,230 7,325 5,993 5,354

ペットボトル 174 174 178 178 190

プラスチック 13 11 12 7 6

紙類 1,572 1,415 1,303 1,195 1,109

紙パック 2 1 2 2 2

紙製容器包装 303 277 266 260 258

金属類 582 651 641 641 636

ガラス類 416 440 365 361 354

布類 153 148 151 160 166

廃食用油 5 6 5 5 6

その他※１ 1,552 2,107 4,402 3,184 2,627

12.2% 13.4% 17.8% 15.0% 13.5%

39,237 39,145 41,163 39,989 39,590

年度

計（総資源化量）

種

類

別

資

源

化

量

内

訳

リサイクル率

総排出量
 

※1 乾電池、蛍光管、廃食用油、小型家電（Ｈ26～）等を含みます。 

 

 

図 3-1-8 種類別資源化量内訳（令和元年度） 
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③事業者等による資源回収 

本市では、市内の事業者（スーパー等）が店舗において自主的に資源物の回収

を実施しています。資源物回収品目と店舗等の数について整理したものを表

3-1-13に示します。 

 

表 3-1-13 資源回収品目と店舗等の箇所数（令和元年度） 

単位：箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④集団回収の実績（奨励金制度の対象） 

本市では、集団回収を行う団体に対して奨励金を交付しています。 

実施団体（延べ）は横ばいで推移しており、令和元年度に奨励金を交付した団

体数は 121団体となっています。市民団体、子どもクラブ、婦人会、老人会、自

治会などが参加しています。 

集団回収の実施団体数及び回収実績を表 3-1-14に示します。 

 

表 3-1-14 集団回収の実施団体数及び回収実績 

単位：団体、ｔ 

年度 H27 H28 H29 H30 R1

実施団体数（延べ） 125 127 125 121 121

紙類 355 329 321 259 234

紙パック 1 1 1 1 1

紙製容器包装 75 71 75 55 53

金属類 36 37 41 30 28

ガラス類 36 33 32 18 23

布類 31 31 32 25 24

その他 2 2 2 3 2

合計 536 504 504 391 365
 

品目 店舗等の数 

廃乾電池 31箇所 

ペットボトル 2箇所 

紙パック 
実施しているが 

店舗数は把握していない 
白色トレイ 

色付きトレイ 

小型家電 3箇所 
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⑤生ごみ処理容器等の購入設置助成の実績 

本市では、平成 3年から家庭で発生する生ごみを市民が自ら処理し、減量化す

ることを目的として、生ごみ処理容器等の購入設置に対する助成を行っています。 

生ごみ処理容器等購入設置助成の実績を表 3-1-15に示します。 

 

表 3-1-15 生ごみ処理容器等購入設置助成の実績 

単位：基、円 

 

⑥ごみ集積所容器等購入費助成の実績 

本市では、市内のごみを適正に処理し、生活環境を清潔にするため、ごみ回収

に要する集積所用の容器等の購入等への助成を行っています。 

ごみ集積所容器等購入助成の実績を表 3-1-16に示します。 

 

表 3-1-16 ごみ集積所容器等購入助成の実績 

単位：件、円 

 

⑦その他の取り組み 

本市では、その他の取り組みとして、ごみ減量・リサイクルに関する普及啓発

事業等を実施しています。主な取り組み内容を以下に示します。 

 

【取り組み内容】 

○広報誌や市のホームページ等を利用したごみ減量・リサイクルの普及啓発 

○ごみ分別パンフレット等の作成・配布 

○家庭用ごみ処理機器の購入費補助制度の周知広報 

○ごみの減量化・リサイクルに関する啓発事業（集団回収団体への説明会等） 

○唐津市清掃センター施設見学の受入れ 

○マイバッグキャンペーン（６月・10 月）の周知・広報 

○もったいないセンターで不用品（自転車・家具等）の再生及び有効利用 

○清掃センターへごみを直接搬入する事業者への減量化・リサイクルの指導 

○住民団体や企業等のごみ減量化等への支援 

（唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業） 

○不法投棄防止のパトロールの実施 など 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 

コンポスト 基数 20 5 19 12 10 

補助金額 33,200 14,000 45,200 28,200 19,600 

生ごみ処理機 基数 11 13 13 4 8 

補助金額 218,800 232,400 245,800 80,000 132,300 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 

申請数 24 31 29 25 16 

補助金額 622,400 687,600 549,900 625,800 338,800 
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５）ごみの性状 

本市では、可燃ごみのごみ質調査を年 4回実施しています。可燃ごみのごみ質

調査結果をもとに整理した可燃ごみの種類別組成割合を表 3-1-17に示します。 

令和元年度の可燃ごみの種類別組成は、紙類の割合が最も多く、全体の 36.3％

を占めており、次にプラ類、厨芥類（生ごみ）の占める割合が多くなっています。 

 

表 3-1-17 可燃ごみの種類別組成割合（年間平均値） 

H27 H28 H29 H30 R1

紙類 40.4% 40.4% 38.2% 33.6% 36.3%

布類 11.4% 9.6% 10.8% 12.3% 9.0%

11.7% 2.5% 14.6% 5.2% 17.2%

木、竹、ワラ類 草木類 4.9% 10.2% 5.9% 17.8% 11.7%

プラ類 26.8% 33.6% 23.2% 27.7% 23.0%

ゴム類 0.3% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0%

その他 1.8% 1.9% 2.6% 2.3% 1.1%

金属類 1.6% 0.6% 2.8% 0.6% 1.1%

ガラス類 0.2% 0.2% 0.5% 0.3% 0.0%

陶器・砂 0.9% 0.1% 1.2% 0.2% 0.6%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%合計

年度

紙、布類

厨芥類

ビニール、合成樹脂、

ゴム、皮革類

不燃物類

 

※1 可燃ごみのごみ質調査結果は合計が 100％ではないため「紙類」で調整しました。 

 

 

図 3-1-9 可燃ごみの種類別組成割合（令和元年度） 
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６）ごみ処理に係る経費の実績 

ごみ処理に係る経費（処理及び維持管理費）の実績を表 3-1-18に示します。 

令和元年度のごみ処理に係る経費は 1,605,294千円です。市民 1人当たりの費

用では13,321円であり、ごみ1トン当たりの費用では40,925円となっています。 

 

表 3-1-18 ごみ処理に係る経費（処理及び維持管理費）※1の実績 

H27 H28 H29 H30 R1

28,244 29,143 28,040 28,763 30,680

収集運搬 50,266 47,285 47,571 47,968 48,446

中間処理 1,688 0 0 0 0

最終処分 0 0 0 0 15,153

8,172 7,444 6,783 6,377 4,697

183,766 172,656 191,197 228,437 388,429

165,521 258,398 305,426 252,513 270,108

534,922 563,567 566,731 574,315 598,361

233,364 219,307 239,179 238,373 245,185

2,762 2,365 3,107 3,762 3,480

790 343 602 341 755

1,209,495 1,300,508 1,388,636 1,380,849 1,605,294

9,629 10,452 11,280 11,329 13,321

125,608 124,431 123,107 121,890 120,513

31,252 33,656 34,153 34,872 40,925

38,701 38,641 40,659 39,598 39,225

年度

人

件

費

処

理

費

委

託

費

合計

一般職

技

能

職

収集運搬費

中間処理費

最終処分費

行政区域内人口（人）

ごみ１ｔ当たり処理経費（円/ｔ）※３

ごみ排出量（家庭系+事業系）（ｔ）

収集運搬費

中間処理費

最終処分費

その他

処

理

及

び

維

持

管

理

費

(

千

円

)

市民１人当たり処理経費（円/人）※２

 
※1 建設改良費及び車両等購入費及び調査研究費は含みません。 

※2 市民 1 人当たりの処理経費＝処理及び維持管理費÷行政区域内人口 

※3 ごみ１トン当たりの処理経費＝処理及び維持管理費÷ごみ排出量（家庭系＋事業系） 
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４．一般廃棄物処理システム評価 

１）計画の中間目標値との比較による評価 

計画の中間目標年次（令和 2年度）における目標達成後の推計値と令和元年度

の実績を比較評価した結果を表 3-1-19に示します。 

家庭系ごみ（1人 1日当たり）は、令和元年度時点で目標値を達成しています。

事業系ごみ（1 日当たり）は、増加傾向にあり目標は達成できない見込みです。

事業系ごみの増加に伴い、ごみ総排出量（1 人 1日当たり排出量）についても目

標は達成できない見込みです。 

リサイクル率は令和元年度時点では目標を達成しています。 

最終処分率は、中間目標値をわずかに上回っていますが、過去５年、ほぼ横ば

いに推移しており、目標達成するかどうかは不透明です。 

 

表 3-1-19 既計画の目標値と実績値との比較による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 目標達成（○）、目標未達成（△） 

 

指標 
中間目標値 実績値 達 成 

評 価※1 （令和 2年度） （令和元年度） 

ごみ総排出量 

（1人当たり排出量） 
840ｇ/人・日 863.5ｇ/人・日 △ 

家庭系ごみ排出量 

（1人当たり排出量） 
592.2ｇ/人・日 589.0ｇ/人・日 ○ 

事業系ごみ排出量 

（1日当たり排出量） 
28.89ｔ/日 33.50ｔ/日 △ 

リサイクル率 12.0％ 13.5％ 〇 

最終処分率 11.7％ 11.9％ △ 
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２）国及び佐賀県の目標値との比較による評価 

国及び佐賀県では、一般廃棄物処理の目標について表 3-1-20 のとおり定めて

います。 

 

表 3-1-20 佐賀県及び国の目標値の概要 

 

項目 佐賀県の設定した目標値 国の設定した目標値 

設定計画等 佐賀県廃棄物処理計画 

「廃棄物の減量その他その適正な処理に

関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的方針」 

策定年月 平成 29年 3月改定 平成 28年 1月改定 

基本となる法律 廃棄物処理法 廃棄物処理法 

目標年次 令和 2年度（2020年度） 令和 2年度（2020年度） 

排出量に 

係る目標値 

【一般廃棄物】 

1 人 1 日当たりの排出量を 848ｇ/人・日

とする。 

（平成 26年度実績「886ｇ/人・日」） 

【一般廃棄物】 

平成 24 年度実績（45,234 千トン）に対し、

年間排出量を約 12％削減する。 

○1人 1日当たり排出量換算値 

⇒866g/人・日 

※H24 年度実績及び令和 2 年度人口より

算出 

再生利用に 

係る目標値 

【一般廃棄物】 

排出量の「21.9％」とする。 

（平成 26年度実績「18.7％」） 

【一般廃棄物】 

リサイクル率を約 27％に増加 

（平成 24年度実績「約 21％」 

最終処分に 

係る目標値 

【一般廃棄物】 

排出量の「4.6％」とする。 

（平成 26年度実績「6.1％」） 

【一般廃棄物】 

平成 24年度に対し、最終処分量を 

約 14％削減。（最終処分率 約 8％） 

（平成 24年度実績「10.3％」） 
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国と本市の令和元年度の実績値を比較したものを表 3-1-21に示します。 

令和元年度時点では、ごみ総排出量（1 人 1 日当たり）は国の目標値を下回っ

ていますが、リサイクル率、最終処分率は国の目標値に届いていない状況です。 

 

表 3-1-21国の目標値と本市の実績値との比較による評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 目標達成（○）、目標未達成（△） 

 

佐賀県と本市の令和元年度の実績値を比較したものを表 3-1-22に示します。 

令和元年度時点では、ごみ総排出量（1 人 1 日当たり）は県の目標値を下回っ

ていますが、リサイクル率、最終処分率は県の目標値に届いていない状況です。 

 

表 3-1-22 佐賀県の目標値と本市の実績値との比較による評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 目標達成（○）、目標未達成（△） 

指標 
国の目標値 本市の実績値 達 成 

評 価※1 （令和 2年度） （令和元年度） 

ごみ総排出量 

(1人 1日当たり) 
866ｇ/人・日 863.5ｇ/人・日 ○ 

リサイクル率 27.0％ 13.5％ △ 

最終処分率 8.0％ 11.9％ △ 

指標 
県の目標値 本市の実績値 達 成 

評 価※1 
（令和 2年度） （令和元年度） 

ごみ総排出量 

(1人 1日当たり) 
886ｇ/人・日 863.5ｇ/人・日 〇 

リサイクル率 21.9％ 13.5％ △ 

最終処分率 4.6％ 11.9％ △ 
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３）全国及び類似団体の平均値との比較による評価 

本市の令和元年度の実績と全国及び県内類似自治体実績の平均値との比較に

よる評価を以下の指標を用いて行いました。 

 

【評価指標】 

 

 

 

 

全国及び県内自治体の値は、環境省公表資料（一般廃棄物処理実態調査票〔平

成 30年度〕及び日本の廃棄物処理〔平成 30年度版〕）を参考に整理しました。 

県内類似団体については、表 3-1-23 に示す県内自治体のうち、人口 5 万以上

の自治体（佐賀市、鳥栖市、伊万里市）を対象としました。 

全国及び県内類似自治体の平均値との比較評価結果を表 3-1-24に示します。 

 

表 3-1-23 県内自治体の実績値との比較 

市町名
人口

（人）

ごみ総排出量

（１人１日当たり）

(g/人・日）

リサイクル率

(%)

最終処分率

(%)

佐賀市 233,445 1009.2 18.2 3.6

鳥栖市※１ 73,422 1027.6 24.8 0.0

多久市 19,401 842.9 14.2 8.6

伊万里市 55,140 794.9 17.0 2.5

武雄市 49,156 828.4 24.7 2.3

鹿島市 29,401 956.4 29.3 2.1

小城市 45,332 744.1 24.7 1.6

嬉野市 26,351 787.2 22.8 2.4

神埼市※１ 31,809 717.6 27.3 0.0

吉野ヶ里町※１ 16,167 774.8 28.4 0.0

基山町※１ 17,350 963.2 24.4 0.0

上峰町※１ 9,577 785.0 21.6 0.0

みやき町※１ 25,562 781.0 22.3 0.0

玄海町 5,665 633.1 5.7 14.3

有田町 20,149 774.0 16.6 4.3

大町町 6,561 772.1 11.7 2.4

江北町 9,685 772.6 16.2 2.6

白石町 23,316 675.6 18.9 2.5

太良町 8,904 639.4 17.6 2.3

唐津市(R1) 120,513 863.5 13.5 11.9
 

※1 中間処理として溶融処理を行い発生した溶融スラグ等を有効利用しています。 

○ごみ総排出量（1人 1日当たり排出量） 

○リサイクル率 

○最終処分率 
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表 3-1-24 全国及び県内類似自治体の平均値との比較評価結果 

 

指標 数値 評価 

ごみ総排出量 

（1人 1日当たり） 

本 市：863.5ｇ/人・日 

全 国：918.0ｇ/人・日 

類似自治体平均：943.9ｇ/人・日 

本市の値は、全国及び県内類似自治体の

平均値より小さい水準です。 

ごみ減量をより一層進めるために、現行

施策の継続・強化が必要です。 

特に、増加傾向にある事業系ごみへの対

策が必要です。 

リサイクル率 

本 市：13.5％ 

全 国：20.1％ 

類似自治体平均：20.0％ 

本市の値は、全国及び県内類似自治体の

平均値を下回っています。 

リサイクル率の向上のため、分別排出を

徹底する等の施策の強化が必要です。 

最終処分率 

本 市：11.9％ 

全 国：9.0％ 

類似自治体平均：2.0％ 

本市の値は、全国及び類似団体の平均値

を上回っています。 

最終処分場の延命化のため、ごみの減量

やリサイクルを推進すること等により最終

処分量の削減が必要です。 
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５．ごみ処理の課題 

本市が抱えるごみ処理の主な課題を以下に示します。 

 

（１）ごみの排出抑制・再使用（リデュース・リユース） 

 

 

（２）資源化（リサイクル） 

 
 

（３）収集・運搬 

 

 

（４）中間処理 

 

 

（５）最終処分 

 

家庭系ごみの減量は着実に進んでいますが、事業系ごみは増加しています。 

ごみの排出抑制・再使用を進めるための課題を以下に示します。 

① 現行施策の継続・強化 

② 増加傾向にある事業系ごみへの対策 

資源物として分別する品目を拡充するなどの取り組みを進めていますが、リサイクル率は伸

び悩んでいます。リサイクルを進めるための課題を以下に示します。 

① 資源物の分別排出の徹底や資源物を出しやすい環境づくりの推進 

② 排出ごみの 8割を占める可燃ごみに混入している資源物の分別排出の徹底 

現在、収集地区ごとの現状に応じたごみの収集・運搬体制を築いています。 

今後も適正な収集・運搬を継続するための課題を以下に示します。 

① 安全かつ効率的な収集・運搬体制の継続（ごみ出しルールの周知徹底、利便性の向上） 

② 環境負荷を抑えるための低公害車等の導入推進や環境に配慮した運転の推進 

唐津市清掃センターは、基幹的設備改良等事業により施設の延命化を図り、当面の間は継

続利用していく方針です。適正な中間処理を継続するための課題を以下に示します。 

① 既存施設の計画的な維持管理・補修 

② 長期間を要する次期施設整備事業の計画的な実施に向けた検討 

③ 中間処理段階における資源物の回収等の推進 

唐津市清掃センターの最終処分場は、埋立て可能な容量が少なくなっている状況です。 

適正な最終処分を継続するための課題を以下に示します。 

① ごみ減量・リサイクルの推進及び効率的な中間処理の実施による最終処分量の最小化 

② 新たな最終処分場の整備（焼却固化灰の資源化は現状では実施困難な状況です。） 

③ 既存の最終処分場の適正な維持管理と適正処分の継続 
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第２節 ごみ処理技術の動向 

「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28年 9月）において、分別収集区分と適

正な循環的利用・適正処分の方法について表 3-2-1のとおり示されています。 

 

表 3-2-1 分別収集区分と適正な循環的利用・適正処分の方法（1/2） 

資料：「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28 年 9 月）（環境省） 

分別収集区分 適正な循環的利用・適正処分の方法 

①
資
源
回
収
す
る
容
器
包
装 

①-1 

アルミ缶・ 

スチール缶 

 素材別に排出源で分別するか、又は、一

部の区分について混合収集し、収集後に

選別する（ただし、再生利用が困難となら

ないよう混合収集するものの組合せに留

意することが必要）こととなるため、分別

の程度や混合収集するものの組合せに

応じ、中間処理施設において異物の除

去、種類別の選別を行い、種類に応じて

圧縮又は梱包を行う。 

 付着した汚れの洗浄が困難なものについ

て、容器包装に係る分別収集の対象から

の適切な除去を図る。 

 ガラスびんについてはリユースびんとそれ

以外を色（無色・茶色・その他）ごとに分

別・選別する。 

 アルミ・スチール缶の回収業者等

への売却等による再生利用 

①-2 

ガラスびん 

 容器包装リサイクル協会の引き取

り等による再商品化 

 リユースびんについて、 びん商等

への引渡しによる再利用 

 除去した異物について、熱回収施

設で適正処分 

①-3 

ペットボトル 

①-4 

プラスチック製 

容器包装 

①-5 

紙製容器包装 

②資源回収する古紙類・ 

布類等の資源物 

 排出源で分別し、集団回収又は行政回収

により集め、必要最小限度の異物除去、

必要に応じて梱包等を行い、そのまま売

却する。 

 回収業者等への売却等による再

生利用 

 除去した異物について、熱回収施

設又は最終処分場で適正処分 

③資源回収する生ごみ、

廃食用油等のバイオマス 

 排出源で分別する 

◆生ごみ（飼料化、堆肥化、メタン化※） 

◆廃食用油（バイオディーゼル燃料化） 

◆剪定枝等木質ごみ（堆肥化・チップ化） 

※：生ごみに併せ紙ごみ等のセルロース系 

のものをメタン化することもある 

 登録再生利用事業者への引渡し

による生ごみ等の再資源化 

 回収した堆肥・飼料の適正利用、

チップの燃料利用 

 回収したメタンの発電や燃料として

の利用、バイオディーゼル燃料の

燃料利用 

 除去した異物について、熱回収施

設又は最終処分場で適正処分 

 排出源で分別せず可燃ごみと混合収集し、

生ごみ等のバイオマスを選別 

◆メタン化 

④小型家電  排出源で分別するか、又は、他の区分と

混合収集し、収集後に選別する（ただし、

再生利用が困難とならないよう混合収集

するものの組合せに留意することが必要） 

 認定事業者等への引渡しによる有

用金属の回収・再資源化 
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表 3-2-1 分別収集区分と適正な循環的利用・適正処分の方法（2/2） 

資料：「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28 年 9 月）（環境省） 

 

分別収取区分 適正な循環的利用・適正処分の方法 

⑤可燃ごみ  ストーカ方式等による従来型の焼却方式 

（灰溶融方式併設を含む） 

◆焼却灰（最終処分場で適正処分、セメント原料化、 

灰溶融しスラグ化） 

◆ばいじん（薬剤等により安定化処理し、最終処分、 

セメント原料化、山元還元） 

 焼却に当たっては回収した熱をエ

ネルギーとしてできる限り利用する

ことを基本とする。エネルギー利用

は、発電及び蒸気又は温水による

熱供給（発電と熱供給の組合せを

含む）をできるだけ行うこととする。 

 ガス化溶融方式、ガス化改質方式 

◆スラグ化（土木資材等として有効利用） 

◆ばいじん（薬剤等により安定化処理し、最終処分、 

セメント原料化、山元還元） 

 焼却に当たっては回収した熱をエ

ネルギーとしてできる限り利用する

ことを基本とする。エネルギー利用

は、発電及び蒸気又は温水による

熱供給（発電と熱供給の組合せを

含む）をできるだけ行うこととする。 

 固形燃料化又は炭化して燃料として焼却す

る方式 

◆焼却灰（最終処分場で適正処分、セメント原料化、 

灰溶融しスラグ化） 

◆ばいじん（薬剤等により安定化処理し、最終処分、 

セメント原料化、山元還元） 

 固形燃料・炭の焼却に当たって

は、ダイオキシン類対策の完備し

た施設で、回収した熱をエネルギ

ーとして特に効率良く利用しなけれ

ばならない。エネルギー利用は、

発電及び蒸気又は温水による熱

供給（発電と熱供給の組合せを含

む）をできるだけ行うこととする。 

⑥不燃ごみ  金属等の回収、燃やせる残さの選別、かさば

るものの減容等の中間処理 

 

 金属等の回収業者等への売却等

による再生利用 

 除去した異物について、熱回収施

設又は最終処分場で適正処分 

⑦その他専用の処理の

ために分別するごみ 

 性状に見合った処理及び保管 

 

 性状に見合った再生利用又は適

正処分 

⑧粗大ごみ  修理等による再使用、金属等の回収、燃や

せる残さの選別、かさばるものの減容等の 

中間処理 

 修理等して再使用 

 金属等の回収業者等への売却等

による再生利用 

 除去した異物について、熱回収施

設又は最終処分場で適正処分 
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第３節 佐賀県内の関係市町及び類似団体の動向 

佐賀県では、廃棄物処理施設からのダイオキシン類の排出削減対策として環境

負荷の低減を図り、併せてごみの排出抑制・資源化さらには事業費の削減を図る

ことを目的とし、ごみ処理広域化に向けた取組方針として「佐賀県ごみ処理広域

化計画」を策定しています。 

佐賀県のごみ広域化計画では、図 3-3-1に示すとおり佐賀県内を 4ブロックに

分け広域化を図ることになっています。本市は北部ブロックに該当します。 

現在の県内のごみ処理広域化状況を整理したものを表 3-3-1に示します。 

 

北部ブロック

西部ブロック

東部ブロック

中部ブロック

佐賀県
 

図 3-3-1 佐賀県におけるごみ処理広域化ブロック割り 
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表 3-3-1 佐賀県のごみ処理広域化状況（令和 2年度時点） 

 

 一部事務組合・自治体 備考 

中部ブロック 佐賀市  

天山地区共同環境組合 
多久市 

R2.4.1新施設稼働開始 

小城市 

北部ブロック 唐津市  

玄海町 唐津市に処理委託 

東部ブロック 鳥栖・三養基西部 

環境施設組合 

鳥栖市 現有施設の設置期限までに 

施設新設予定 

上峰町 

みやき町 

基山町（筑紫野小郡基山組合） 福岡県側と広域化 

脊振共同塵芥処理組合 神埼市 佐賀市の一部（旧諸富町、

旧三瀬村）を含む 

吉野ヶ里町 

西部ブロック 佐賀県西部広域環境組合 伊万里市 Ｈ27.12.15 新施設竣工 

有田町 

武雄市 

鹿島市 

大町町 

江北町 

白石町 

太良町 

嬉野市 
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第４節 ごみ処理基本計画の基本方針等 

１．基本方針 

基本方針は、基本的には既計画の方針を継承していくものとし、ごみ処理基本計

画の基本方針を以下のように掲げ、従来の処理・処分を中心としたシステムから、

ごみを減量し、有効利用を図っていくシステム、いわゆる「循環型社会の形成」を

市民（ＮＰＯ等含む）、事業者、行政が協働で目指します。 

 

【基本方針】 

 

２．ごみ処理主体 

ごみ処理の実施主体は以下のとおりとし、当面、現行体制を継続します。 

 

 表 3-4-1 ごみ処理の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 実施主体には委託を含みます。 

 

１ 循環型社会形成に向けた３Rの取り組み推進 

ごみの減量・リサイクルは、①リデュース（排出抑制）、②リユース（再使用）、 ③リ

サイクル（再生利用）の優先順位で３Ｒに取り組みます。 

 

３Ｒとは以下を意味します。 

Ｒeduce（リデュース：排出抑制）→ごみそのものを減らす 

Ｒeuse（リユース：排出抑制）→何回も繰り返し使う 

Ｒecycle（リサイクル：再資源化）→再び資源として利用するか余熱利用する 

 

２ 環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 

ごみの収集・運搬、中間処理、最終処分という過程で、ごみの適正処理を前提とし

て、環境への負荷の低減と資源・エネルギーの効率的な回収に努め、自然環境に配

慮したごみ処理システムを築きます。 
 

項目 市民 事業者 行政 

排出抑制 ○ ○ ○ 

分別排出 ○ ○ ○ 

収集・運搬 － ○ ○ 

中間処理 － － ○ 

最終処分 － － ○ 
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第５節 ごみ処理基本計画 

１．ごみの排出量及び処理量の推計 

ごみの排出量及び処理量の推計については、「ごみ処理基本計画策定指針」（平

成 28年 9月）に示される方法を基本に行いました。 

 

１）将来人口及び事業所数の推計 

①将来人口の推計 

将来人口の推計結果を表 3-5-1に示します。 

将来人口は、過去の各年度 3 月 31 日の住民基本台帳人口（外国人住民含む）

の実績のトレンド（傾向）に基づく将来予測を行いました。 

本市の将来人口は、今後も減少傾向で推移する見込みです。 

 

表 3-5-1将来人口の推計結果 

 

 

 

 

②将来の事業所数の推計 

将来の事業所数の推計結果を表 3-5-2に示します。 

事業所数は、今後の社会経済状況の変化等の影響を受けることから、過去の実

績をもとに予測することが困難です。このため、現状の事業所数で推移していく

ものとし、最新実績のある平成 28 年度の実績（指定年）を採用しました。事業

所数の実績は、唐津市統計情報(経済産業省「平成 28年経済センサス-活動調査」

等)の値を用いました。 

 

表 3-5-2将来の事業所数の推計結果 

 

年度 
R1 R2 R7 R12 

実績 中間目標 中間目標 計画目標 

人口 120,513   120,821 116,595 112,655 

年度 
R1 R2 R7 R12 

実績 中間目標 中間目標 計画目標 

事業所数 5,512 5,512 5,512 5,512 
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２）ごみ排出量の推計結果（現状対策時） 

現状対策を継続した場合のごみ排出量の推計結果を表 3-5-3に示します。 

 

表 3-5-3 ごみ排出量の推計結果（現状対策時）

実績 中間目標 中間目標 計画目標

単位 R1 R2 R7 R12

人 120,513 120,821 116,595 112,655

事業所 5,512 5,512 5,512 5,512

可燃ごみ ｔ/年 22,313 21,231 20,221 19,317

不燃ごみ ｔ/年 1,538 1,463 1,394 1,331

粗大ごみ ｔ/年 481 458 436 416

資源ごみ ｔ/年 1,631 1,552 1,478 1,412

その他 ｔ/年 146 139 132 126

計 ｔ/年 26,109 24,843 23,661 22,603

可燃ごみ ｔ/年 60 57 54 52

不燃ごみ ｔ/年 19 18 17 16

粗大ごみ ｔ/年 809 770 733 700

計 ｔ/年 888 845 805 769

可燃ごみ ｔ/年 9,013 10,100 11,792 13,487

不燃ごみ ｔ/年 58 65 76 87

粗大ごみ ｔ/年 85 95 111 127

資源ごみ ｔ/年 2,429 2,722 3,178 3,635

計 ｔ/年 11,585 12,982 15,157 17,335

可燃ごみ ｔ/年 603 676 789 902

不燃ごみ ｔ/年 10 11 13 15

粗大ごみ ｔ/年 30 34 39 45

計 ｔ/年 643 721 841 962

ｔ/年 26,997 25,688 24,466 23,372

（資源ごみ含む） ｇ/人・日 589 582.5 574.9 568.4

（資源ごみ含む） ｋｇ/人 215 213 210 207

（資源ごみ除く） ｋｇ/人 202 200 197 195

ｔ/年 12,228 13,702 15,998 18,297

（資源ごみ含む） ｔ/日 33.50 37.54 43.83 50.13

（資源ごみ含む） ｔ/事業所 2 2 3 3

（資源ごみ除く） ｔ/事業所 2 2 2 3

ｔ/年 39,225 39,390 40,464 41,670

ｇ/人・日 856 893 951 1,013

紙類 ｔ/年 234 233 173 133

紙パック ｔ/年 1 1 1 1

紙製容器包装 ｔ/年 53 53 39 30

金属類 ｔ/年 28 28 21 16

ガラス類 ｔ/年 23 23 17 13

布類 ｔ/年 24 24 18 14

その他 ｔ/年 2 2 1 1

ｔ/年 365 364 270 208

ｇ/人・日 7.96 8.25 6.35 5.06

ｔ/年 39,590 39,754 40,734 41,878

ｔ/日 108 109 112 115

ｇ/人・日 864 901 957 1,018

行政区域内人口

事業所数

家
庭
系
ご
み

収
集
ご
み

直
搬
ご
み

集
団
回
収

計

総排出量
（家庭系+事業系+集団回収）

事
業
系
ご
み

収
集
ご
み

直
搬
ご
み

排
出
量

家庭系ごみ計

事業系ごみ計

計（家庭系+事業系）
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３）ごみ処理内訳の推計結果（現状対策時） 

現状対策を継続した場合のごみ処理内訳の推計結果を表 3-5-4に示します。 

 

表 3-5-4 ごみ処理内訳の推計結果（現状対策時） 

 
※1 乾電池、蛍光管、廃食用油、小型家電（H26～）等を含みます。 
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４）計画目標の設定 

①上位計画等の目標設定 

本計画の目標値は、以下に示す上位計画の目標値や既計画の目標達成状況など

を考慮して定めました。 

 

廃棄物処理法に基づき定められている、「廃棄物の減量その他その適正な処理

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」では、一般

廃棄物の適正な処理に関する目標を以下のように定めています。 

 

表 3-5-5 廃棄物処理法の基本方針における一般廃棄物に関する目標値 

 

 

 

 

 

廃棄物処理法に基づき策定されている、平成 30 年度～令和 4 年度を計画期間

とする「廃棄物処理施設整備計画」（平成 30 年 6 月 19 日閣議決定）では、一般

廃棄物の適正な処理に関する目標を以下のように定めています。 

 

表 3-5-6 廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物に関する目標値 

 

 

 

 

佐賀県の「佐賀県廃棄物処理計画」(平成 29年 3月)では、一般廃棄物（ごみ）の

減量化等の数値目標を以下のように定めています。 

 

表 3-5-7 佐賀県廃棄物処理計画における一般廃棄物に関する目標値 

指標 令和 2年度目標値 

排出量 平成 24年度比「約 12％」削減 

再生利用率 「約 27％」に増加 

最終処分量 平成 24年度比「約 14％」削減 

指標 令和 4年度目標値 

再生利用率 

平成 30年度の「21％（見込み）」から「27％」に増加 

※目標の評価に当たっては、民間事業者等の取り組みを含めた地域

におけるリサイクルの推進状況を考慮することも必要である。 

指標 令和 2年度目標値 

排出量 

総排出量を平成 26年度の 274千トンに対し 252千トンまで削減 

1人 1日当たりの排出量を平成 26年度の 886g/人・日に対し、848g/人・日 

まで削減する。 

再生利用量 総排出量の「21.9％」とする。（平成 26年度「18.7％」） 

最終処分量 最終処分量を平成 26年度の 17千トンから 12千トンまで削減する。 
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②計画目標の設定 

令和元年度を基準年次として以下のとおり計画目標を定めました。 

 

 排出抑制の目標 

 

 

 リサイクル率の目標 

 

 

 最終処分率の目標 

 

 

【目標設定の方針】 

 

排出抑制目標 

家庭系ごみ（1 人 1 日当たり排出量）は、現状対策を継続することでごみ減量が進むものと予測

されるため、現状対策の効果を維持させることを方針としました。 

リサイクル率 

現在のごみ処理システムが継続されることを前提とし、主に家庭系可燃ごみに混入している未

分別の資源物の分別を徹底し、リサイクル率を増加させるよう目標設定を行いました。 

最終処分率 

ごみ減量・リサイクルを推進することで達成される値を目標値としました。 

最終処分率を目標年次までに 0.5％削減します。 

11.9％（令和元年度）⇒ 11.4％（令和 12年度） 

リサイクル率を目標年次までに 3.0％向上させます。 

13.5％（令和元年度）⇒ 16.5％（令和 12年度） 

1人 1日当たり家庭ごみ排出量を目標年次までに 20.6ｇ削減します。 

589.0ｇ（令和元年度）⇒ 568.4ｇ（令和 12年度） 
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５）ごみ排出量の推計結果（排出抑制・再生利用目標達成後） 

排出抑制・再生利用目標達成後のごみ排出量の推計結果を 3-5-8に示します。 

 

表 3-5-8 ごみ排出量の推計結果（排出抑制・再生利用目標達成後） 

実績 中間目標 中間目標 計画目標

単位 R1 R2 R7 R12

人 120,513 120,821 116,595 112,655

事業所 5,512 5,512 5,512 5,512

可燃ごみ ｔ/年 22,313 21,090 19,992 19,016

不燃ごみ ｔ/年 1,538 1,463 1,394 1,331

粗大ごみ ｔ/年 481 458 436 416

資源ごみ ｔ/年 1,631 1,693 1,707 1,713

その他 ｔ/年 146 139 132 126

計 ｔ/年 26,109 24,843 23,661 22,603

可燃ごみ ｔ/年 60 57 54 52

不燃ごみ ｔ/年 19 18 17 16

粗大ごみ ｔ/年 809 770 733 700

計 ｔ/年 888 845 805 769

可燃ごみ ｔ/年 9,013 9,999 11,202 12,812

不燃ごみ ｔ/年 58 64 72 82

粗大ごみ ｔ/年 85 94 106 121

資源ごみ ｔ/年 2,429 2,695 3,019 3,453

計 ｔ/年 11,585 12,852 14,399 16,469

可燃ごみ ｔ/年 603 669 749 857

不燃ごみ ｔ/年 10 11 12 14

粗大ごみ ｔ/年 30 33 37 43

計 ｔ/年 643 713 799 914

ｔ/年 26,997 25,688 24,466 23,372

（資源ごみ含む） ｇ/人・日 589 582.5 574.9 568.4

（資源ごみ含む） ｋｇ/人 215 213 210 207

（資源ごみ除く） ｋｇ/人 202 199 195 192

ｔ/年 12,228 13,565 15,198 17,383

（資源ごみ含む） ｔ/日 33.50 37.16 41.64 47.62

（資源ごみ含む） ｔ/事業所 2 2 3 3

（資源ごみ除く） ｔ/事業所 2 2 2 3

ｔ/年 39,225 39,253 39,664 40,755

ｇ/人・日 856 890 932 991

紙類 ｔ/年 234 233 173 133

紙パック ｔ/年 1 1 1 1

紙製容器包装 ｔ/年 53 53 39 30

金属類 ｔ/年 28 28 21 16

ガラス類 ｔ/年 23 23 17 13

布類 ｔ/年 24 24 18 14

その他 ｔ/年 2 2 1 1

ｔ/年 365 364 270 208

ｇ/人・日 7.96 8.25 6.35 5.06

ｔ/年 39,590 39,617 39,934 40,963

ｔ/日 108 109 109 112

ｇ/人・日 864 898 938 996

集
団
回
収

計

総排出量
（家庭系+事業系+集団回収）

事
業
系
ご
み

収
集
ご
み

直
搬
ご
み

排
出
量

家庭系ごみ計

事業系ごみ計

計（家庭系+事業系）

行政区域内人口

事業所数

家
庭
系
ご
み

収
集
ご
み

直
搬
ご
み
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６）ごみ処理内訳の推計結果（排出抑制・再生利用の目標達成後） 

排出抑制・再生利用目標達成後のごみ処理内訳の推計結果を3-5-9に示します。 

 

表 3-5-9 ごみ処理内訳の推計結果（排出抑制・再生利用目標達成後） 

実績 中間目標 中間目標 計画目標

単位 R1 R2 R7 R12

可燃ごみ ｔ/年 31,989 31,815 31,998 32,737

不燃ごみ ｔ/年 1,625 1,557 1,496 1,445

粗大ごみ ｔ/年 1,356 1,355 1,312 1,280

資源ごみ ｔ/年 4,060 4,388 5,199 5,941

その他 ｔ/年 195 139 132 126

直接焼却 （焼 却） ｔ/年 31,989 31,815 31,998 32,737

ｔ/年 3,402 3,296 3,231 3,184

可燃残渣 （焼 却） ｔ/年 1,935 1,995 1,922 1,864

不燃残渣 （埋 立） ｔ/年 308 292 282 273

金属類 （資源化） ｔ/年 494 469 452 438

ガラス類 （資源化） ｔ/年 301 285 275 267

ペットボトル （資源化） ｔ/年 190 249 295 337

プラスチック類 （資源化） ｔ/年 6 6 6 5

ｔ/年 3,830 4,139 4,904 5,604

紙類 （資源化） ｔ/年 875 946 1,121 1,281

紙パック （資源化） ｔ/年 1 1 1 2

紙製容器包装 （資源化） ｔ/年 205 221 262 300

金属類 （資源化） ｔ/年 114 123 146 167

ガラス類 （資源化） ｔ/年 30 32 38 44

布類 （資源化） ｔ/年 142 154 182 208

廃食用油 （資源化） ｔ/年 6 7 8 9

その他 （資源化） ｔ/年 2,457 2,655 3,146 3,594

（埋 立） ｔ/年 4 4 4 4

ｔ/年 33,924 33,809 33,920 34,602

減量化量 ｔ/年 29,524 29,424 29,521 30,114

焼却灰 ｔ/年 4,400 4,385 4,399 4,488

ｔ/年 5,354 5,511 6,202 6,859

中間処理後資源化 ｔ/年 1,159 1,009 1,027 1,047

直接資源化 ｔ/年 3,830 4,139 4,904 5,604

集団回収 ｔ/年 365 364 270 208

ｔ/年 4,712 4,681 4,685 4,765

焼却灰 ｔ/年 4,400 4,385 4,399 4,488

不燃残渣 ｔ/年 308 292 282 273

直接埋め立て ｔ/年 4 4 4 4

リサイクル率（対総排出量の割合） ― 13.5% 13.9% 15.5% 16.7%

最終処分率（対総排出量の割合） ― 11.9% 11.8% 11.5% 11.4%

処
理
内
訳

焼却処理

資源化

埋め立て

種
類
別
内
訳

搬
入
内
訳

粗大処理＋資源化施設

直接資源化

直接埋立

 
※1 乾電池、蛍光管、廃食用油、小型家電（H26～）等を含みます。 
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７）計画目標年次のごみ処理・処分フロー（排出抑制・再生利用目標達成後） 

計画目標年次である令和 12 年度のごみ処理・処分フローを図 3-5-1 に示しま

す。 

令和 12年度の総排出量（集団回収量含む）は、40,963ｔとなる見込みであり、

再生利用される総資源化量は 6,859ｔ、リサイクル率（総資源化量÷総排出量）

は 16.7％となる見込みです。 

中間処理による減量化量は 30,114ｔで、集団回収を除いた排出量の 74.0％が

減量化される見込みです。また、総排出量の 11.4％に当たる 4,765ｔが埋立処分

される見込みです。中間処理量のうち、34,602ｔが焼却処理される見込みです。 

 

処理後資源化量

1,047 t

減量化量

30,114t (74.0%)

最終処分量

4,765t (%)【11.4％】

処理後最終処分量

4,765t

総排出量

40,963t

集団回収量

208t

総資源化量

6,859t【16.7％】

排出量

（計画処理量）

40,744t

(100.0%)

（排出量内訳）

・家　庭　系

23,372t(57.3%)

・事　業　系

17,383t(42.7%)

直接資源化量

5,604t (13.8%)

ごみ処理に伴う資源化量

6,651t (16.3%)

中間処理量

35,140t (86.2%)

うち、焼却量

34,602t (84.9%)

処理後残渣量

5,604t (13.8%)

 

※1 （ ）の割合（％）は排出量に対する割合、【 】の割合（％）は総排出量に対する割合。 

図 3-5-1 計画目標年次のごみ処理・処分フロー（令和 12年度） 
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２．目標を達成するための役割 

ごみ減量・リサイクルを進めるための取り組みは、市民（ＮＰＯ等含む）・事

業者・行政が、それぞれの役割を明確にした上で、お互いが様々な角度から連携

し協力しながら取り組んでいかなければ実効あるものとはなりません。 

市民（ＮＰＯ等含む）・事業者・行政の役割を以下に示します。 

 

○市民（ＮＰＯ等含む）の役割 

 

○事業者の役割 

 

○行政（市）の役割 

 

市民はごみの排出者としての責任を自覚し、大量消費、大量廃棄の生活から３

Ｒを意識し環境に配慮した生活スタイルを心がけます。また、分別収集のマナー

の遵守や各種施策への参加など、循環型社会形成に向けた取り組みに協力しま

す。さらに、地域におけるごみの減量・リサイクルの取り組み及び環境美化活動

等に積極的、自主的、主体的に参加します。 

ＮＰＯなどの市民団体は、各主体の協力のもと、３Ｒを推進するための啓発活

動や地域コミュニティに根ざした活動などを展開します。 

事業者は、「拡大生産者責任」の考え方に基づき、生産・流通・販売等の事業

活動における全ての過程において、環境に配慮したビジネススタイルの構築を目

指します。また、「自己処理責任の原則」のもと、ごみ排出者としての自覚・責

任を持ち、ごみを出さない事業活動やリサイクル、ごみの適正処理を計画的に推

進します。さらには、マイバッグ運動の推進や店頭回収の実施、ごみ減量・リサ

イクルに係る情報発信など、家庭から出るごみの減量化につながる活動に自主的

に参画し、市民団体や行政によるごみ減量・リサイクルや環境美化活動などの取

り組みに積極的に協力することで、地域の循環型社会の形成に貢献します。 

行政は、一般廃棄物の処理責任者として、一般廃棄物に関する適正処理の確保

はもとより、ごみの減量とリサイクルの推進のため、３Ｒの仕組み作りや普及啓

発を行うなど、三者協働による循環型社会形成に向けた基盤づくりを行います。

一方、事業者・消費者として、３Ｒに重点を置いた環境負荷の少ない取り組みを

率先します。 
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３．施策の体系 

１）基本施策 

基本方針に基づき、本計画の基本施策を以下のとおり定めます。 

 

①循環型社会形成に向けた３Ｒの取り組み推進 

 

②環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 

 

 
１ 排出抑制・再使用の推進 

ごみになりにくいもの、リサイクルし易いものを買う、不要なものは買わない、受け

取らない、一方でごみになりにくいものづくり、再生資源の積極的利用といった、ごみ

を作らない生活や事業活動を進めるための啓発活動や経済的手法の導入を進めま

す。また、ごみとする前に、市民、事業者自ら再使用、再利用できるよう必要な指導を

行います。 

 

２ 資源化の推進 

ごみとして出されたものから可能な限りの資源化を行うため、市民（ＮＰＯ等含む）・

事業者・行政のそれぞれが役割を担い行動します。 
 

 

１ 適正処理の推進 

安定的かつ効率的な収集・運搬の実施、現在の中間処理施設によるごみの資源化

や減容化を進め、環境への負荷を低減します。 

 

２ 適正処分の実施 

ごみを減らし、ごみの資源化・減容化を進めることにより、最終処分量の削減を図る

とともに、新たな最終処分場を整備し、本市のごみ処理事業の安定継続性を確保しま

す。 
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２）施策の体系 

本計画の施策体系を図 3-5-2に示します。 

 

【排出抑制・再資源化計画（分別収集計画含む）】

◆生ごみの資源化の推進

◆民間回収ルートの活用

◆事業系ごみの減量

◆マイバッグの普及促進

◆リサイクル協力店の拡大

◆ごみ処理有料化の継続

◆もったいないセンターの継続

◆リターナブルびん等のリターナブル容器の利用促進

◆グリーン購入の推進

◆分別排出の徹底

◆リサイクル活動への協力

◆職員の意識の向上

◆再生利用の拡充

◆資源物回収事業奨励金の交付

◆行政回収の多様化

◆公共施設等を活用した拠点回収の拡充

【収集・運搬計画】

◆安全で効率的な収集・運搬体制の構築

◆収集・運搬サービスの利便性の向上

◆環境負荷の低減（低公害車の導入等）

【中間処理計画】

◆中間処理施設での適正処理の継続

◆中間処理による減量化及び循環利用の推進

◆将来のごみ処理システムの調査・検討

【最終処分計画】

◆新たな最終処分場の整備

◆既存処分場での適正処分の継続

◆最終処分量の削減

　適正処分

環境負荷の少ないごみ処理

システムの構築

適正処理の実施
　収集・運搬

　適正処理

適正処分の実施
　最終処分量の

　削減

　行政が進める

　リサイクル

循環型社会形成に向けた

３Rの取り組み推進

排出抑制・

再使用の推進
　意識改革

◆環境教育、普及啓発の充実

◆地域リーダーの育成

　排出抑制

　再使用

資源化の促進
　市民が進める

　リサイクル

　事業者が進める

　リサイクル
◆自己責任によるリサイクルの推進

 

図 3-5-2 本計画の施策体系 
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４．排出抑制・再資源化計画 

１）排出抑制、再使用の推進（リデュース、リユース）に係る事項 

今後さらなるごみ減量とリサイクルを推進するためには、大量消費、大量廃棄

の生活から、「ごみを発生させない」、「ものを再使用する」などの２Ｒ（リデュ

ース、リユース）を意識した行動で、ごみ発生量そのものを減らすライフスタイ

ル・ビジネススタイルの転換が必要です。 

よって、本計画においては、３Ｒの優先順位に従い、リデュース及びリユース

の２Ｒを意識した取り組みを進めることで、環境負荷の少ない循環型社会の形成

を推進します。 

 

①意識改革 

 

 

②排出抑制 

 

 

環境教育、普及啓発の充実 

市民、事業者に対してごみの減量・リサイクル、さらにはごみの適切な分別に関する適

切な啓発や情報提供を行います。 

ごみの減量化に関する社会意識を育むため、学校や地域社会の場において、副読本の

活用やごみ処理施設の見学などを通じた環境教育に積極的に取り組みます。 

地域リーダーの育成 

地域に根差したごみの分別や排出等に関して指導者を配置できるよう廃棄物減量等推

進員・協力員制度等の導入を検討します。また、推進委員等との研修や意見交換会等を

開催します。 

生ごみの資源化の推進 

家庭用の生ごみ堆肥化処理機器を購入する市民に、購入に要した経費の一部を支援し

ます。また、家庭における堆肥の利用を促進します。 

民間回収ルートの活用 

販売店回収や店頭回収などの事業者による回収体制を強化します。 

 

事業系ごみの減量 

事業系ごみの処理について処理費用を勘案した手数料を徴収することにより適切な経

済的インセンティブ（動機付け）を与えるとともに、事業者に対する減量化計画の策定指導

を徹底するなど、計画的な事業系ごみの排出抑制対策を講じます。 
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③再使用 

 

 

 

マイバッグの普及促進 

市民と事業者が一体となったマイバッグ運動を展開します。 

 

リサイクル協力店の拡大 

ごみ減量・リサイクルに積極的に取り組んでいるリサイクル協力店の認定数の拡大を図

ります。 

ごみ処理有料化の継続 

一般廃棄物の排出量・処理経費に応じた負担の公平化及び市民の意識改革を進め、ご

みの減量化を図ります。 

もったいないセンターの開設 

唐津市清掃センターに搬入される粗大ごみ（自転車、家具など）の中から使用可能なも

のを修理し、市民や観光施設等へ提供し再利用します。 

リターナブルびん等のリターナブル容器の利用促進 

地域においてリターナブルびんの利用を促進します。 

 

グリーン購入の推進 

グリーン購入法に基づき、製品やサービスを購入する際、環境負荷ができるだけ小さい

ものを優先的に購入するよう推進します。 
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２）資源化の推進（リサイクル） 

本市では当面の間、唐津市清掃センターでの中間処理を継続していく方針であ

るため、現行のごみ処理体制を継続することを前提として、分別排出の徹底や再

生利用の拡充を図ります。また、市民や事業者の自主的なリサイクル活動を促し、

リサイクル率の向上を図ります。 

 

①市民が進めるリサイクル 

 

 

②事業者が進めるリサイクル 

 

③行政が進めるリサイクル 

 

 

 

分別排出の徹底 

リサイクル団体や回収業者が実施しているリサイクル活動に協力します。 

 

リサイクル活動への協力 

分別排出を徹底し、資源化に協力します。また、地域団体による資源物の分別回収にお

いては、ごみの減量化の観点から有効であるばかりでなく、地域コミュニティの育成にも役

立つものであることから、積極的に実施します。 

自己責任によるリサイクルの促進 

事業所から出される一般廃棄物は清掃センターへ搬入していますが、オフィス古紙、び

ん・かん類などは、事業所自らリサイクル処理できるように情報を提供します。 

職員の意識の向上 

職員のごみ減量化に対する意識の向上を図り、公共施設から発生するごみやイベント

の際に発生するごみの減量とリサイクルを推進します。 

再生利用の拡充 

再生利用を拡充させるため、廃食用油、剪定木くず、草及び生ごみなどの再生利用を促

進します。廃食用油については、家庭から排出される使用済み油の回収を進め、ＢＤＦ（バ

イオディーゼル燃料）の再生利用を推進します。 

資源物回収事業奨励金の交付 

資源物を定期的に分別回収する地域団体に対して、回収量に応じ報奨金を交付し、ご

みの減量化を図るとともにリサイクルを推進します。 
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行政回収の多様化 

資源物の回収を実施している地域団体が結成されていない地区に対しては、市が主体

となり、一般の家庭から排出された資源物を回収します。また、家電 4 品目については、店

舗などで引取りができない場合、適正に処理できるよう小売業者に代わり、家電リサイクル

法に基づいたルートに引き渡すための収集・運搬を行い、適正処理の円滑化を図り、リサ

イクルを推進します。 

公共施設等を活用した拠点回収の拡充 

家庭から出た蛍光管・乾電池などの有害ごみについては、公共施設等を活用した拠点

回収を推進し、適正な処理を図り、資源化に努めます。 
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５．将来のごみ処理体系 

将来のごみ処理体系は、当面は現行体制を維持します。また、玄海町のごみ処

理についても現行と同様に処理委託を受けて実施します。 

なお、唐津市清掃センターの最終処分場は埋立て可能な容量が少なくなってい

るため、当該処分場の埋立焼却固化灰をクリーンパークさがへ搬出し延命化を図

りつつ、安定した処分先を確保するために新たな最終処分場を整備します。 

唐津市清掃センターは、基幹的設備改良等事業（平成 30 年度末竣工済）によ

り施設の延命化を図り継続利用しつつ、次期施設の計画的な整備に向けて社会経

済状況や地域特性などを考慮したごみ処理システムのあり方などを検討します。 

 

焼却残渣

焼却残渣

不燃残渣

資源物

資源物

資源物

資源物

　　　　〈再資源化〉

　　　　（民間業者）

〇金属類

〇ガラス類

〇ペットボトル

〇紙類

〇紙パック

〇紙製容器包装

〇プラスチック類

〇布類

〇廃食用油

〇小型充電式電池

〇その他

・乾電池・蛍光管

・使用済小型家電　等

　　　資源物

・ペットボトル

・紙類

・布類

・かん類

・その他

（生きびん等）

　　　拠点回収

・乾電池

・蛍光管

・廃食用油

・使用済小型家電

集団回収

もえないごみ

（不燃ごみ）

粗大ごみ

びん類

粗大ごみ・不燃ごみ処理施設

（唐津市清掃センター）

可燃物残渣

最終処分場

〇管理型（焼却残渣等埋立）

・唐津市清掃センター

〇安定型（不燃物埋立）

・東山不燃物処理場

・厳木町不燃物捨場

・相知町一般廃棄物

　　　　　　　　処理施設

最終処分場

クリーンパークさが

処分委託※

（処理困難物）

〈収集・運搬〉

もえるごみ

（可燃ごみ）

ごみ焼却施設

（唐津市向島焼却場）

〈中間処理〉

ごみ焼却施設

（唐津市清掃センター）

〈最終処分・資源化〉

 
※ 唐津市清掃センターで処理できない処理困難物の一部（受入可能なもの）を処分委託します。 

図 3-5-3 将来のごみ処理体系 
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６．収集・運搬計画（分別収集計画含む） 

１）基本方針 

安全で効率的な収集・運搬体制を継続していくために、ごみ出しルールの周知

徹底やごみの排出状況や分別区分の変更などの実情に応じた収集・運搬体制の構

築及び収集サービスの利便性の向上に努めます。また、収集・運搬体制に伴う環

境負荷を抑えるための取り組みを進めます。 

 

２）分別区分、収集方法 

ごみの分別区分及び収集・運搬については、当面、現行の分別区分及び収集方

法を基本とします。また、資源化可能な品目で分別していないものについては、

資源物として分別収集し資源化を行う可能性について調査・研究を行うなどの取

り組みを進めます。 

 

表 3-5-10 ごみの収集・運搬方法 

※1 一部拠点回収（市役所等）により回収されているものがあります。 

※2 生きびん（一升びん、ビールびん）、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線などを意味します。 

※3 ステーション方式と戸別収集方式の併用を意味します。 

※4 市役所本庁・市民センター、公民館等の指定拠点に回収容器を設置して回収します。 

※5 唐津地区、七山地区は指定袋を使用せず、透明な袋で排出しています。 

区分 収集方式 排出方法 収集頻度 運搬形態 

家
庭
系 

もえるごみ（可燃ごみ） 

併用※3 

指定袋（有料） 2回/週 

直営 

委託 

もえないごみ（不燃ごみ） 指定袋（有料） 1回/月 

びん類 指定袋（有料） 1回/月 

資
源
物 

ペットボトル※1 

ステーション 

方式 

専用の回収容器 1回/月 

紙類 ひもで束ねる 1回/月 

布類 袋 1回/月 

かん類 
指定袋（有料） 

又は透明袋※5 
1回/月 

その他※2 － 1回/月 

粗大ごみ 併用※3 シール 1回/月・随時 

乾電池・蛍光管 

拠点回収※4 随時 － － 植物性食用油 

使用済小型家電 

直接搬入ごみ 個人による持ち込み 

（有料：もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ、びん、かん類） 

事業系 事業者自ら適正に処理する。もしくは、市の許可業者へ収集運搬

を依頼して唐津市清掃センターへ搬入する（有料）。 
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表 3-5-11 資源化可能品目ごとの分別収集・資源化方針 

※1 分別実施(◎)、分別は実施していない(×)。 

 

資源名称 
資源化への対応の有無 

現状の分別
等の有無※1 

今後の対応等 

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
目 

アルミ缶・スチール缶 ◎ 
現行どおり分別収集などにより資源物と

して回収し、資源化を継続します。 

ガラスびん ◎ 

ペットボトル ◎ 

プラスチック製 

容器包装 

白色トレイ × 
可燃ごみとして処理します。一方で、民

間のリサイクル協力店等の活用の促進

を図ります。また、資源物として分別収集

し資源化を行う可能性について調査・研

究を行います。 

ペットボトル、白色トレイ 

以外のプラスチック製 

容器包装 

× 

紙製容器包装 

飲料用紙パック ◎ 
現行どおり分別収集などにより、資源物

として回収し、資源化を継続します。 

段ボール ◎ 

飲料用紙パック、段ボール

以外の紙製容器包装 
◎ 

そ
の
他
資
源
化
可
能
な
品
目 

古紙類 ◎ 

古布類 ◎ 

硬質プラスチック（ビールケース等） 
◎ 

（一部地域） 

現行どおり分別収集などにより資源物と

して回収し、資源化を継続します。 

バイオマス 

資源 

生ごみ × 

可燃ごみとして焼却処理します。一方

で、家庭における堆肥化による減量化を

進めます。また、資源物として分別収集

し資源化を行う可能性について調査・研

究を行います。 

廃食用油等 ◎ 
現行どおり拠点回収を行い、資源化を継

続します。 

草木類 × 

可燃ごみとして焼却処理します。一方

で、再生利用業者の中間処理施設で資

源化の促進を図ります。 

また、資源物として分別収集し資源化を

行う可能性について調査・研究を行いま

す。 

その他 

乾電池・蛍光管 ◎ 
現行どおり拠点回収を行い、資源化を継

続します。 

使用済小型電子機器等 ◎ 
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３）収集・運搬に関する施策 

 

 

 

 

安全で効率的な収集・運搬体制の構築 

ごみ出しルールの指導を徹底することにより、危険物の混入防止を図り、収集作業時の

安全確保に努めます。また、ごみの排出状況や分別区分による収集体制の変更や土地区

画整理事業等に伴う収集ルートの変更など、状況に応じた収集・運搬体制の変更・追加を

適宜行います。 

収集・運搬サービスの利便性の向上 

生活介助を要する障がい者や高齢者などがいる世帯に対する収集・運搬体制等、多様

化する市民のニーズについて把握し、収集・運搬の利便性の向上に努めます。 

環境負荷の低減（低公害車の導入等） 

収集・運搬に伴う環境負荷を抑えるため、低燃費車両・低公害車の導入推進、優先的利

用やバイオマス燃料の導入推進及び環境に配慮した運転（エコドライブ）の実践の推進及

び普及啓発を図ります。 
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７．中間処理計画 

１）基本方針 

中間処理については、当面は現行体制を維持し、ごみの適正な処理による減量

化及び循環利用を推進します。 

また、唐津市清掃センターは延命化対策の実施により当面は継続利用しますが、

将来的には更新が必要です。施設の更新には長期間を要するため、次期施設の計

画的な整備に向けて、将来のごみ処理システムのあり方などについて調査・検討

を進めます。 

 

２）中間処理の対象物及び方法 

中間処理の対象物及び方法を表 3-5-12に示します。 

中間処理の対象物及び方法は、現行どおりとします。本市で処理・処分困難物

等として指定している品目については、専門の業者や各取扱店等での引取り又は

処理を誘導します。 

 

表 3-5-12 中間処理の対象物及び方法 

※1 生きびん（一升びん、ビールびん）、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線などを意味します。 

※2 容器包装リサイクル法に基づく指定ルートを含みます。 

中間処理対象物 処理方法 
処理施設等 

一次処理 二次処理 

もえるごみ 

（可燃ごみ） 
焼却 

○唐津市清掃センター 

（ごみ焼却施設） 

○唐津市向島焼却場 

焼却残渣 
唐津市清掃センター 
最終処分場（現有処分場） 
唐津市一般廃棄物最終 
処分場（新規処分場） 

もえないごみ 

（不燃ごみ） 

破砕・選別 

○唐津市清掃センター 

（粗大ごみ・不燃ごみ処理施設） 

可燃物 
唐津市清掃センター 
（焼却施設） 
不燃残渣 
上記最終処分場 
資源物 
資源回収業者等※2 

びん類 

粗大ごみ 

資
源
物 

ペットボトル 

リサイクル 

○民間資源化業者へ処理委託 資源物 
資源回収業者等※2 

紙類 ○直接資源化 

布類 

かん類 

その他※1 

乾電池・蛍光管 

植物性食用油 

使用済小型家電 
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３）中間処理に関する施策 

 

 

 

 

中間処理施設での適正処理の継続 

唐津市清掃センターについては、当面、計画的な維持管理・補修に努め、本市のごみ処

理の中核施設として継続利用していきます。また、唐津市向島焼却場については、長期間

供用できるよう計画的な維持管理・補修を実施します。なお、唐津市清掃センターについて

は、基幹的設備改良等事業（平成 30年度竣工済）により延命化を図ります。 

中間処理による減量化及び循環利用の推進 

循環利用の推進、最終処分場の延命化のため、中間処理段階での資源物の回収等を

推進していきます。 

唐津市清掃センターのごみ焼却施設では、基幹的設備改良等事業に伴い、発電設備を

導入し、焼却処理時のエネルギーを有効活用します。 

将来のごみ処理システムの調査・検討 

唐津市清掃センターは延命化対策の実施により当面は継続利用しますが、将来的には

更新する必要があります。このため、次期施設の計画的な整備に向けて、将来のごみ処理

システムのあり方などについて調査・検討を進めます。 
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８．最終処分計画 

１）基本方針 

最終処分場は埋立て可能な容量に限りがあるため、ごみ減量・リサイクルの推

進及び効率的な中間処理を行い、最終処分量をできるだけ少なくします。 

既存の最終処分場の維持管理基準を遵守し、周辺環境にも配慮した維持管理に

努め、適正処分を継続します。唐津市清掃センターの最終処分場は、残余容量が

少なくなってきていることから、本市のごみ処理事業の安定継続性を確保するた

め、新たな最終処分場を整備します。 

 

２）最終処分の対象物及び方法 

最終処分の対象物及び方法を表 3-5-13に示します。 

最終処分の対象物は、中間処理後に発生する焼却灰、不燃残渣及び直接埋立物

とし、最終処分は、本市の最終処分場で埋立処分を行います。なお、新たな最終

処分場で埋立てを開始するまでは、唐津市清掃センターの最終処分場で埋立処分

された焼却固化灰等を外部の最終処分場や民間業者へ搬出し、延命化を図ります。 

 

表 3-5-13 最終処分の対象物及び方法 

 

 

 

 

３）最終処分に関する施策 

○最終処分量の削減 

 

○適正処分 

 

最終処分対象物 最終処分方法 最終処分先 

焼却灰・不燃残渣 
（中間処理後残渣） 埋立処分 

管理型最終処分場 

直接埋立物 安定型最終処分場 

最終処分量の削減 

ごみの排出抑制、分別の徹底、中間処理段階の資源回収の徹底により、最終処分量を

できるだけ少なくし、現有最終処分場の延命化を図ります。 

新たな最終処分場の整備 

唐津市清掃センターの最終処分場の残余容量が少なくなっていることから、本市のごみ

処理事業の安定継続性を確保するため、新たな最終処分場を整備します。 

既存処分場での適正処分の継続 

唐津市清掃センターの最終処分場は、今後、維持管理を行いつつ、閉鎖・廃止に向けた

手続き等の準備を進めます。その他の既存の最終処分場については、維持管理基準を遵

守し、周辺環境にも配慮した維持管理に努め、適正処分を継続します。 
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９．施設整備計画 

１）中間処理施設 

唐津市清掃センター（ごみ焼却施設、粗大ごみ・不燃ごみ処理施設）の延命化

や焼却処理時のエネルギーの有効活用を図るため、循環型社会形成推進交付金等

を利用した基幹的設備改良等事業を平成 26年度から平成 30年度にかけて実施し

ました。また、唐津市清掃センターの延命化を図りつつ、新たな中間処理施設の

整備に向けて調査・検討を進めます。 

 

２）最終処分場 

本市のごみ処理事業の安定継続性を確保するため、循環型社会形成推進交付金

を活用し、新たな最終処分場を整備します。 

最終処分場の整備概要（案）を表 3-5-14に示します。 

令和 2 年 10 月に安全対策等に対する費用増加が予測されるため、予定地での

第 2最終処分場整備を中止しました。今後は新たな候補地を検討します。当面は

外部の最終処分場や民間業者に搬出予定です。 

 

表 3-5-14 最終処分場の整備概要(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 覆土を含みます。また、玄海町の埋立処分容量を含みます。 

項目 概要 

事業計画地 未定 

供用開始 未定 

計画埋立期間 15年間 

埋立対象物 焼却灰・不燃残渣（中間処理後残渣）等 

計画埋立容量※1 約 10万ｍ３ 
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表 3-5-15 施設の整備に必要な調査・設計等の概要 

 

業務 業務内容 

測量・地質調査 
建設地の敷地や地質状況を把握し、施設計画・設計等の基礎

資料とします。併せて用地取得に必要な測量等も行います。 

生活環境影響調査 

県へ提出する施設の設置届に添付する書類。施設整備後の周

辺環境へ及ぼす影響を予測し、必要な生活環境上に影響があ

る場合、対策等について設計に反映します。 

施
設
計
画
設
計 

施設基本計画設計 

（造成・水処理） 

埋立地造成のための基本設計を行います。また、浸出水処理施

設についてどのような施設整備を行うか、具体的に検討を行い

ます。施設のフローの基本計画を行います。 

本体造成実施設計 本体造成基本設計をもとに実施設計を行います。 

発
注
仕
様
書
等
作
成
等 

見積仕様書作成 
浸出水処理施設は性能発注方式をとります。メーカーから見積

書及び見積設計図書を徴収するための、仕様書を作成します。 

技術評価（審査） 
メーカーから提出された、見積書及び見積設計図書について、

見積仕様書を満足しているか、審査を行います。 

発注仕様書 
見積仕様書を基本に、技術評価の結果を考慮して、浸出水処理

施設建設工事を発注するための仕様書を作成します。 

工事発注支援 
工事発注方式の選定支援及び総合評価落札方式を採用する場

合には、選定基準書作成や審査等の補佐を行います。 
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10．その他の事項 

１）唐津市環境審議会の開催 

本市では、廃棄物問題を含め地域の環境問題全般を対象として調査・審議する

ための組織として唐津市環境審議会を設置しており、ごみの適正処理や３Ｒの取

り組みを効果的に進めるために適宜、審議会を開催します。 

 

２）ごみの減量・リサイクル推進のためのＣＳＯとの協働事業の継続 

本市では、ＣＳＯのごみ減量・リサイクルの取り組みを支援するための助成を

実施しており、今後も当該事業を継続することで、地域の自主的なごみ減量・リ

サイクルの取り組みの活性化を図ります。 

 

 

３）再生品の利用拡大 

行政が率先してエコマーク商品やグリーン商品の調達・利用拡大に努め、広報

等により啓発を継続します。 

 

４）廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電等（家電 4品目※1、パソコン）のリサイクルについては、特定家庭用機

器再商品化法及び資源有効利用促進法に基づく適切な回収、再商品化がなされる

よう、関連団体や小売店などと協力し、普及啓発を行います。 

※1 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 

 

５）ごみの不法投棄対策 

住民や事業者等のごみ排出者に対して、広報や不法投棄禁止の立て看板の設置

等を通じて不法投棄防止の啓発に努めます。また、住民、事業者、住民団体等と

連携し、不法投棄が多い場所を中心に、巡回パトロールを強化します。 

 

６）適正処理困難物の適正処理・資源化の促進 

本市で処理・処分困難物等に指定している品目については、専門の業者又は各

取扱店に引取り又は処理を依頼するよう、引き続き排出者への周知の徹底を図る

とともに、専門業者や各取扱店との協力体制を強化します。 

【ＣＳＯについて】 

 ＣＳＯとは、Civil Society Organizations（市民社会組織）の略で、ＮＰＯ法
人、市民活動・ボランティア団体に限らず、自治会・町内会、婦人会、老人
会、ＰＴＡといった組織・団体も含めて「ＣＳＯ」と呼称しています。 
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第４章 生活排水処理基本計画 

第１節 生活排水処理の現況及び課題 

１．生活排水の処理体系 

本市の生活排水の処理体系を図 4-1-1に示します。 

本市の生活排水は、公共下水道、農業及び漁業集落排水施設及び合併処理浄化

槽により適正処理を推進しています。し尿及び浄化槽汚泥等の処理は、本市の 2

箇所のし尿処理施設で行っています。 

 

し尿＋生活雑排水

未
処
理
で
放
流

合併処理
浄化槽※1

単独処理
浄化槽

くみ取り
便槽

公共用水域

し尿処理施設※2

唐津中部衛生処理センター
唐津北部衛生処理センター

浄
化
槽
汚
泥

処
理
水

処
理
汚
泥
等

公共下水道

一般家庭及び事業所

し 尿 生活雑排水

終末処理場

処
理
水

処
理
水

浄
化
槽
汚
泥

し
尿

委託処理

農業・漁業
集落排水施設

集
落
排
水
汚
泥

（一部）
委託処理
（堆肥化）

処
理
水

処
理
水

委託処理
又は場内で
焼却後資源化

下
水
道
汚
泥

 
※1 小規模集合処理施設を含みます。 

※2 し尿処理施設について、唐津南部衛生処理センターを平成 26 年 3 月に廃止し、唐津中部衛生 

処理センターへ処理機能を集約し、平成 26 年度以降は 2 施設体制で処理を行っています。 

図 4-1-1 生活排水の処理体系 
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２．生活排水処理施設の状況 

１）公共下水道 

本市の公共下水道の整備状況を表 4-1-1～表 4-1-4に示します。 

 

表 4-1-1本市の公共下水道の整備概要 

 

表 4-1-2 唐津地区の公共下水道整備状況（令和 2年 3月末） 
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表 4-1-3 相知・厳木・北波多地区の公共下水道整備状況（令和 2年 3月末） 

 

表 4-1-4 浜玉・鎮西・呼子地区の公共下水道整備状況（令和 2年 3月末） 
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２）集落排水施設の整備状況 

本市の農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の整備状況をそれぞれ表 4-1-5

及び表 4-1-6に示します。 

 

表 4-1-5 農業集落排水施設の整備状況（令和 2年 3月末） 
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表 4-1-6 漁業集落排水施設の整備状況（令和 2年 3月末） 
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３）合併処理浄化槽の整備状況 

本市の合併処理浄化槽の整備状況を表 4-1-7に示します。 

 

表 4-1-7 合併処理浄化槽の整備状況（令和 2年 3月末） 
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３．生活排水処理形態別人口及びし尿等排出量の実績 

本市の生活排水処理形態別人口及びし尿等排出量の実績を表4-1-8に示します。 

 

表 4-1-8 生活排水処理形態別人口及びし尿等の排出量の実績 

※1 汚水衛生処理率（％）＝水洗化・生活雑排水処理人口（人）÷処理形態別人口合計（人） 

※2 集落排水汚泥はし尿処理施設で処理される量であり、堆肥化分は含みません。 

※3 し尿原単位（L/人・日）＝年間し尿量（ｋL/年）÷し尿収集人口（人）÷（365 日） 

※4 浄化槽汚泥原単位（L/人・日）＝年間浄化槽汚泥量（ｋL/年）÷（合併＋単独処理浄化槽人口）（人）÷(365 日） 

※5 集落排水汚泥原単位（L/人・日）＝年間集落排水汚泥（ｋL/年）÷（集落排水施設人口）（人）÷(365 日） 
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４．し尿等の収集・処理状況 

１）令和元年度のし尿等の処理の流れ 

令和元年度におけるし尿等の処理の流れを図 4-1-2に示します。 

本市のし尿等の処理は、既存のし尿処理施設である唐津中部衛生処理センター

及び唐津北部衛生処理センターで行っています。 

 

 

図 4-1-2 し尿等の処理の流れ（令和元年度） 

 

汚水衛生処理率(％)＝ 
下水道人口（人）＋集落排水施設人口(人)＋合併処理浄化槽人口（人） 

行政区域内人口（人）  

   

＝ 
82,211人＋10,910人＋11,200人 

120,513人 

  

＝ 86.6％（四捨五入により図 4-1-2の人口割合の合計と合わない場合があります） 
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２）収集・運搬の状況 

本市のし尿等の収集・運搬体制を表 4-1-9 及び収集・運搬機材の状況を表

4-1-10に示します。 

計画収集区域は本市全域であり、収集区域は 7地区（唐津地区、厳木・相知・

北波多地区、浜玉地区、肥前地区、鎮西地区、呼子地区、七山地区）に区分され

ており、許可業者により収集・運搬が行われています。 

また、離島からのし尿等の輸送や集落排水汚泥の輸送は、委託業者により行わ

れています。 

 

表 4-1-9 し尿等の収集・運搬体制 

 

表 4-1-10 し尿等の収集・運搬機材の状況 
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３）中間処理の状況 

本市で発生するし尿及び浄化槽汚泥等は、本市が管理するし尿処理施設である

唐津中部衛生処理センター及び唐津北部衛生処理センターで処理しています。ま

た、本市では、玄海町から処理委託を受けて、唐津北部衛生処理センターで玄海

町のし尿等を処理しています。 

農業・漁業集落排水施設から発生する汚泥のうち、濃縮汚泥は本市のし尿処理

施設で処理を行い、脱水汚泥は委託処理により堆肥化し有効利用しています。 

し尿処理施設の概要を表 4-1-11、位置図を図 4-1-3に示します。また、農業・

漁業集落排水施設の汚泥処理状況を表 4-1-12に示します。 

 

表 4-1-11 し尿処理施設の概要 

○し尿処理施設
唐津北部衛生処理センター

○し尿処理施設
唐津中部衛生処理センター

○し尿処理施設
唐津南部衛生処理センター

※Ｈ26.3に廃止
（唐津中部衛生処理センターへ集約）

 

図 4-1-3 し尿処理施設の位置 

施設の名称 唐津中部衛生処理センター 唐津北部衛生処理センター 

施設の種類 し尿処理施設 汚泥再生処理センター 

処理区域 唐津地区、 

厳木町・相知町・北波多地区 

浜玉地区、肥前地区、鎮西地区、

呼子地区、七山地区 

処理能力 80ｋＬ/日 77ｋＬ/日 

処理方式 高負荷脱窒素処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式 

供用開始年度 Ｈ4.4 Ｈ19.2 

備考 唐津南部衛生処理センター（収
集区域：厳木町・相知町・北波多
地区）については、平成 26 年 3
月に廃止し、唐津中部衛生処理
センターへ処理機能を集約してい
ます。 

玄海町のし尿等を受け入れていま

す。 
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表 4-1-12 農業・漁業集落排水施設の汚泥処理状況 
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４）最終処分(再資源化)の状況 

し尿等の処理後に発生するし渣や汚泥等の残渣の処理の状況を表 4-1-13 に示

します。し尿等の処理後に発生する残渣は、資源化し有効利用を図っています。 

 

表 4-1-13 し尿等の処理後に発生する残渣の処理の状況 

 

 

 

 

 

 

５）し尿等の処理に係る経費の実績 

し尿処理に係る経費（処理及び維持管理費）の実績を表 4-1-14に示します。 

令和元年度のし尿処理に係る経費は 578,717 千円です。し尿等 1ｋＬ当たりの

費用では 15,322円となっています。 

 

表 4-1-14 し尿処理に係る経費（処理及び維持管理費）※1の実績 

※1 建設改良費及び車両等購入費及び調査研究費は含みません。 

※2 し尿１ｋＬ当たりの処理経費＝処理及び維持管理費÷し尿等排出量 

（し尿等排出量はし尿処理施設で処理したし尿、浄化槽汚泥及び集落排水汚泥処理量の合計） 

 

区分 唐津中部衛生処理センター 唐津北部衛生処理センター 

し渣 施設内で焼却後、他の施設へ

搬出し建築資材等に再生 

施設内で焼却 

（コンクリートブロック化） 

脱水汚泥 施設内で焼却後、他の施設へ

搬出し建築資材等に再生 

施設内で堆肥化（一部は焼却し

コンクリートブロック化） 
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５．生活排水処理の課題の抽出 

本市が抱える生活排水処理の主な課題を以下に示します。 

 

（１）生活排水処理施設の整備に関する課題 

 

 

（２）生活排水処理対策の啓発 

 

 

（３）し尿等の処理に関する課題 

 

 

本市で発生するし尿等については、当面は現行の 2 施設体制で処理を継続するため、施設を

適正に維持管理・補修し、安定したし尿等の処理を行うことが必要です。 

また、し尿等の処理の効率化を図るため、し尿等の排出量の推移や施設・設備の老朽化の状

況を考慮し、施設の集約等について検討していくことが必要です。 

水環境保全に対して、生活排水処理対策が果たす役割及びその効果や、発生源（台所等）に

おける汚濁負荷削減対策について啓発を行うことが必要です。 

生活排水処理施設の整備は、本市が主体となり実施しています。課題を以下に示します。 

①集合処理区域である公共下水道や集落排水施設の処理区域では、施設整備計画に基づ

き、施設整備を推進し、整備が完了している処理区域では未接続の家庭の接続を推進する

ことが必要です。 

②下水道及び集落排水施設の処理区域以外の地域では、単独処理浄化槽やくみ取り便槽か

ら合併処理浄化槽への転換を促進することが必要です。 
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第２節 生活排水処理の基本方針等 

１．生活排水処理の基本方針 

生活排水処理の基本方針を以下のとおり定めます。 

 

【基本方針】 

 

 

１ 計画的な生活排水処理施設の整備及び普及・促進 

生活排水処理施設の整備は本市が主体となり、以下のとおり進めます。 

① 集合処理区域である公共下水道や集落排水施設の処理区域では、施設整備

計画に基づき、施設整備を推進します。また、整備が完了している処理区域で

は未接続の家庭の接続を推進します。 

② 下水道及び集落排水の処理区域外の地域では、ＰＦＩ事業による合併処理浄

化槽の普及促進を図ります。現在、単独処理浄化槽を設置している家庭や事

業所に対して、個別の状況等を勘案しつつ、合併処理浄化槽への転換の指導

を行います。 

 

２ 生活排水処理に関する普及啓発の促進 

生活排水処理対策として、市民が発生源である各家庭のトイレ、台所、風呂、洗濯

機等の生活排水の処理の重要性ついて意識の高揚を図るため、市民に対して生活

排水処理に関する意識啓発と実践活動を促進します。 

 

３ し尿等の適正処理の推進 

し尿等の排出量や性状に応じた適正な処理体制を整備します。 

 

４ し尿等の適正な収集・運搬の推進 

し尿等の収集量は、下水道の普及や人口減少などによる影響から、将来的に減少

することが想定されます。そのため、今後の状況を考慮した収集・運搬の在り方につ

いて検討します。 
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２．生活排水の処理主体 

本市の生活排水処理施設の種類別の処理主体を表 4-2-1に示します。 

 

表 4-2-1 生活排水処理施設の種類別の処理主体 

 

施設の種類 
対象となる 

生活排水の種類 
処理主体 

(1) 公共下水道 し尿及び生活雑排水 唐津市 

(2) 農業・漁業集落排水施設 し尿及び生活雑排水 唐津市 

(3) 
合併処理浄化槽 

（小規模集合処理施設含む） 
し尿及び生活雑排水 唐津市、個人 

（4） 単独処理浄化槽 し尿 個人 

（5） し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 唐津市 
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第３節 生活排水処理基本計画 

１．生活排水処理形態別人口とし尿等の排出量の見込み 

生活排水処理形態別人口及びし尿等排出量の見込みを表 4-3-1に示します。 

 

表 4-3-1 生活排水処理形態別人口及びし尿等排出量の見込み 

※1 汚水衛生処理率（％）＝水洗化・生活雑排水処理人口（人）÷処理形態別人口合計（人） 

※2 集落排水汚泥量はし尿処理施設で処理される量であり、堆肥化分は含みません。 

※3 し尿原単位（L/人・日）＝年間し尿量（ｋL/年）÷し尿収集人口（人）÷（365 日） 

※4 浄化槽汚泥原単位（L/人・日）＝年間浄化槽汚泥量（ｋL/年）÷（合併＋単独処理浄化槽人口）（人）÷(365 日） 

※5 集落排水汚泥原単位（L/人・日）＝年間集落排水汚泥（ｋL/年）÷（集落排水施設人口）（人）÷(365 日） 
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２．生活排水の処理計画 

１）処理の目標 

本市から発生する全ての生活排水を段階的に適正処理することを目標としま

す。また、公共下水道と集落排水施設の事業進捗状況及び地域の状況を考慮し、

最も適正な処理方法を採用します。 

 

２）目標年次に至るまでの汚水衛生処理率と人口 

目標年次に至るまでの汚水衛生処理率と人口の見込みを以下に示します。 

 

表 4-3-2 汚水衛生処理率の見込み 

 

 

表 4-3-3 汚水衛生処理人口の見込み 

 

 

３）生活排水を処理する区域 

本市の生活排水を処理する区域を以下に示します。 

 

【集合処理区域】 

公共下水道や集落排水施設で処理する区域は、公共下水道計画及び集落排水

計画に基づく区域とします。 

 

【個別処理区域】 

合併処理浄化槽で処理する区域は、公共下水道計画区域や集落排水計画区域

以外の区域とします。 
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４）生活排水処理施設等の整備計画 

生活排水処理施設等の整備計画を表 4-3-4～表 4-3-7に示します。 

本市では公共下水道、農業・漁業集落排水施設及び合併処理浄化槽の整備を進

めることにより生活排水の適正処理を図ります。 

  

表 4-3-4公共下水道の整備計画概要 

 

表 4-3-5 農業集落排水施設の整備計画 
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表 4-3-6 漁業集落排水施設の整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3-7 合併処理浄化槽の整備計画 

 事業名称 開始年月 概要 

浄化槽設置整備事業 Ｈ4.4 

・対象戸数：637戸 

・対象人口：1,642 人 

・年間計画（Ｈ27～Ｈ37）： 8人（2基） 

浄化槽市町村整備 

推進事業 
Ｈ15.4 

・対象戸数：6,123 戸 

・対象人口：17,934 人 

・年間計画（Ｈ27～Ｈ37）： 200人（100基） 

小規模集合排水処理

施設整備事業 

（大型合併処理浄化槽） 

Ｈ9 

・処理区名：大泊 

・事業計画：面積 3ha、計画人口 63人 

・工事期間：Ｈ8～9 
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３．し尿等の処理計画 

１）収集・運搬計画 

し尿等の収集・運搬の範囲及び体制については、当面、現行どおりとしますが、

今後の公共下水道等へ接続する人口の増加や人口減少等によるし尿等の収集・運

搬量の減少等を十分考慮し、安定的かつ継続的な収集・運搬体制を築くよう努め

ます。 

 

２）中間処理計画 

し尿等の処理については、当面、現行の 2施設体制を維持しながら、計画的に

維持管理・補修を行い、適正なし尿等の処理に努めます。また、今後のし尿等の

処理量の推移や施設の老朽化の状況を考慮し、段階的に施設を統合していくこと

を検討します。 

また、集落排水施設から発生する汚泥の処理についても、当面、現行の体制を

継続し、濃縮汚泥については本市のし尿処理施設で処理を行い、脱水汚泥につい

ては委託処理を行います。 

 

３）最終処分（再資源化）計画 

し尿処理施設の水処理過程において発生するし渣・脱水汚泥については、当面、

現行どおり資源化し有効利用を図る計画とします。 

 

４．処理計画達成のための施策 

１）下水道等の普及促進施策 

公共下水道、集落排水施設等を計画的に整備します。また、整備が完了した区

域では、下水道施設等への接続に対する広報啓発活動を実施します。 

 

２）合併処理浄化槽の普及促進施策 

公共下水道事業計画区域外及び集落排水事業計画区域外では、ＰＦＩ事業によ

り合併処理浄化槽を普及・促進します。 

 

５．排出抑制計画 

生活排水による公共用水域の汚濁を防止するため、水切りネットの使用、合成

洗剤の使用抑制、風呂の残り湯の再利用など、家庭で出来る生活排水処理対策に

ついて啓発を行い、市民の自主的な取り組みを促します。 
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６．その他の事項 

１）市民に対する広報・啓発活動 

生活排水処理対策の必要性等について市民に周知を図るため、定期的な広報啓

発活動を実施します。また、浄化槽管理については、定期的な保守点検、清掃及

び定期検査を行うよう広報等を通じてその徹底に努めます。 

 

２）地域に関する諸計画との関係 

本市の総合計画や生活排水処理施設の整備計画などと矛盾がないようにし、生

活排水処理を適正に行い、水質汚濁の防止並びに水環境の保全を推進します。 
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第５章 災害廃棄物処理計画 

第１節 基本的事項 

１．計画の位置づけ 

本計画は、大規模地震や水害等で発生する災害廃棄物の円滑な処理を行うため

に必要となる基本的事項を示すものです。本計画を基本として、災害発生後の市

民の生活基盤の早期回復と生活環境の復旧に万全を図るものとします。 

なお、本計画は、平成 30 年 3 月に改訂された「唐津市地域防災計画」や「災

害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年 3月）」等を参考にしています。 

 

２．対象廃棄物 

本計画では、災害発生に伴い平常時に排出されるごみとは異なる対応が必要と

なる廃棄物を対象としています。対象廃棄物の概要を表 5-1-1 に示します。 

 

表 5-1-1 対象廃棄物の概要 

 

第２節 基本方針 

１．基本方針 

災害廃棄物処理の基本方針を以下に示します。 

対象区分 内容 

可燃系ごみ 衣類・紙類・木製の家具類等     ※生ごみは対象外 

不燃系ごみ ガラス・陶器・大きなプラスチック類・スチール製の棚等 

家電 リサイクル家電・小型の家電等 

畳・布団類 畳・布団・カーペット等 

危険物（処理困難物）等 消火器・灯油・ガソリン・スプレー缶等 

し尿、浄化槽汚泥 一般家庭及び仮設便所からのし尿並びに浄化槽汚泥（以下、

「し尿等」といます。） 

◆関連機関等との円滑な協力体制を確保します。 

◆災害時の迅速な対応を図るため、的確な情報収集を行います。 

◆災害発生時のごみの排出場所・分別及び排出方法、し尿等の収集日程等を周知徹底し 

ます。 

◆廃棄物の分別を徹底します。 

◆処理に当たっては作業者の安全性を確保します。 
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２．災害発生時の協力体制の確保 

災害発生時における関連機関等との連携の枠組み（案）を図5-2-1に示します。 

災害発生時は、本枠組み（案）に沿った上で円滑な協力体制を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-1 災害発生時の連携の枠組み 

災害時の連携体系

国

佐賀県

唐津市市民

周辺他県

他市町

ボランティア
関連機関団体

協力支援要請

協力支援要請

協力支援

協力支援要請

協力支援

協力支援要請協力支援

状況報告 協力支援

協力

広報・啓発

状況報告

協力支援要請

災害時の所掌（ごみ関連）

災害時の所掌（し尿関連）

唐津市 唐津市清掃センター

市民への対応

収集業者への協力要請等

仮置き場の確保

施設の被災状況確認

適正処理の確保

処理不適物の処分先確保

場内保管場所の設定

唐津市

市民への対応

収集業者への協力要請

仮設便所の確保

消臭剤、脱臭剤等の確保

し尿処理施設

施設の被災状況確認

適正処理の確保

処理余剰分の処分先確保

処理施設（2施設）の相互協力
 

自治体及び団体 
災害協定締結 
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１）周辺自治体への協力要請 

本市は、市の組織・体制を整備するとともに、できるだけ早く正確な被災状況

等の情報を把握し県と共有します。また、周辺自治体と調整し、災害発生時の相

互応援協力体制を整備します。 

なお、平成 26年 1月 27日に糸島市と「災害等における一般廃棄物処理及び火

葬に係る相互応援協力に関する協定」を締結しているため、本市において災害が

発生した場合は、本協定に基づいて協力要請を行います。 

 

２）民間団体への協力要請 

① 本市は、平成 27年 8月 31日に唐松地区環境整備事業協同組合と「災害時に

おける一般廃棄物の収集運搬に係る支援協力に関する協定」を締結し、平

成 29 年 5 月 29 日に一般社団法人佐賀県産業廃棄物協会と「災害時におけ

る廃棄物の処理等の支援協力に関する協定書」を締結しているため、本市

において災害が発生した場合は、本協定に基づいて協力要請を行います。 

② 建設機械リース業者に対し、重機等の優先的な貸し出しの協力を要請します。 

③ 仮置き場所の用地が不足する時は、必要に応じて仮置きが可能な土地を所有

している方にも協力要請を行います。 

 

３．的確な情報収集の実施 

災害廃棄物の迅速な対応を行うために、下記の被災状況の情報を収集します。 

 

４．市民への広報を実施 

① 廃棄物の分別及び排出方法を市民に理解してもらう必要があるため、災害発

生前においてはホームページや市報、行政放送などを活用し広報します。 

② 災害時においては、ホームページや災害情報メール、行政放送、防災行政無

線、ラジオ、公共の掲示板、広報宣伝車など多様な情報伝達手段を利用し

て、ごみの分別及び排出方法や排出場所、排出時期、し尿等の収集依頼方

法や収集日程などを広報します。 

 

 

 

◆建物の被災状況（地震時：全壊・半壊等、水害時：床上・床下浸水等） 

◆ごみ処理施設、し尿処理施設などの被災状況 

◆道路網の被害状況 

◆利用可能な施設、機材、車両、人員などの状況 

◆がれき・粗大ごみなどの発生量の予測及び処理方法・仮置き場の状況 
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５．廃棄物の分別の徹底 

災害時に発生する廃棄物は多種多様なものとなるため、可能な限り最終処分す

る廃棄物を少なくすることを目的に、分別の徹底を周知します。なお、実際に災

害が発生した場合は被災の状況にあわせて、分別区分の簡素化を図るなど臨機応

変に対応します。 

分別区分は、「①可燃系ごみ」、「②不燃系ごみ」、「③家電」、「④畳・布団類」、 

「⑤危険物（処理困難物）等」の５つを基本とします。 

 

第３節 災害廃棄物の処理方法等 

１．仮置き場 

仮置き場の考え方及びレイアウトに関するイメージを表 5-3-1と図 5-3-1に示

します。 

 

表 5-3-1 仮置き場の考え方 

 

入　　口 出　　口

可燃系ごみ

不燃系ごみ 家 電

畳・布団類

危険物

（処理困難物）

等

車両動線

車
両
動
線

車両動線

車
両
動
線

 

   図 5-3-1 仮置き場のレイアウトに関するイメージ 

対象区分 短期間 中・長期間 

考え方 【一次仮置き場】 

災害廃棄物を早急に撤去するた

めにブロックごと又は地区ごとに

設置 

【二次仮置き場】 

災害廃棄物の処理や処分の状況

によって、中長期に渡って保管等

が必要となった場合に設置 

選定場所 公園、グラウンド、公共施設、駐車場、空き地、多目的広場、運動公園、 

既存の最終処分場など 
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２．仮置き場の運営方法 

仮置き場の運営は、以下に示す点に留意しつつ行います。 

 

３．処理方法 

① 可燃系ごみ、不燃系ごみ、畳・布団類等の収集・運搬及び処理の方法の基本

的な考え方を以下に示します。※家庭系ごみは、平常時と同様の取り扱い。 

 

② がれき類を下記のとおり分類し、再生利用可能なものはできるだけ活用し、

どうしても使用できないものを焼却処理または埋立処分する方針とします。 

 

③ 危険物（処理困難物）等は、基本的には排出者の責任で受入可能な処理施設

で処分します。また、家電リサイクル法対象品目及び小型家電等は、平常

時と同様の取り扱いとします。但し、災害の状況によっては、搬入できる

仮置き場を設置し保管を行います。また、冷蔵庫や洗濯機を搬入する時は、

内容物を出すよう周知します。 

      

 

 

 

【共通事項】 

◆搬入・搬出する災害廃棄物を効率的に受け入れ、適正に処理します。 

◆仮置き場内では、管理要員を配置し、作業員や重機などの動線を決め、災害廃

棄物の作業効率の向上、不法投棄、不適正廃棄の防止に努めます。 

◆設定した分別区分に従い、管理要員による誘導と適正な作業を行います。 

◆災害廃棄物の処理の優先順位を定め、受入面積を確保します。 

◆火災などの事故に十分配慮した作業を行います。 

◆粉じん・騒音・悪臭などに配慮した作業を行います。 

【災害廃棄物】 

◆火災等に配慮し消防との連携を図り、二次災害の発生防止に努めます。 

◆消毒剤や消臭剤を用いて、悪臭や害虫の発生を防止します。 

◆場合によっては、公共水域への汚水の流入防止措置を実施します。 

◆一時的に大量に発生する廃棄物を搬入・保管できる仮置き場を設けます。 

◆災害により、被害が想定される場所への収集ルート（家庭系ごみ）及び避難所か 

ら排出される廃棄物の収集・運搬ルートを検討します。 

◆路上の廃棄物を優先的に収集します。 

◆腐敗や悪臭を放つ生活系ごみや畳などは早期に処理します。 

◆不燃物は、破砕や資源選別を徹底し、埋立処分量を削減します。 

【分別区分案】 

木くず、コンクリート塊、瓦、スレート材等、その他可燃物及び不燃物、分別不可能 

な混合物 
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④ し尿等の収集運搬・処理方法の基本的な考え方を以下に示します。 

 

４．災害廃棄物の推定方法 

災害発生時（特に震災）には、解体建物のがれき等の処理体制、処理計画を検

討するうえで、以下の災害廃棄物の発生量の推計が必要です。 

 

１）がれき類の発生量の推定 

がれき類の発生量は、「震災廃棄物対策指針」（厚生省、平成 10年 10月）を参

考に次の推計式により推定します。 

 

○がれき類発生量（ｔ）＝解体棟数×１棟あたり平均床面積×発生原単位 

・建物の種類は木造、鉄筋（その他建物含む）、鉄骨の 3種類とします。 

・がれきの種類は可燃物と不燃物とします。 

・発生原単位は下表のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：震災廃棄物対策指針（厚生省、平成 10 年 10 月） 

 

２）水害廃棄物の発生量の推定 

水害時には、浸水家屋等から多量の粗大ごみ等の水害廃棄物が排出されます。 

水害廃棄物の発生量は、「水害廃棄物対策指針」（環境省、平成 17 年 6 月）を

参考に次の推計式により推定します。 

 

○水害廃棄物発生量（ｔ）＝係数 a×床上浸水家屋数＋係数ｂ×床下浸水家屋数 

・係数 a：3.79ｔ/家屋、係数ｂ：0.08ｔ/家屋 

 

 

◆被害状況を的確に把握し、許可業者との連携を密にし、処理を行います。 

◆避難所のし尿等収集は要請に応じ収集を行います。 

◆市単独での処理ができない場合は、県、他市町、民間業者に協力を求めます。 

◆し尿等の処理は、原則として本市所管のし尿処理施設で行います。 

構造 
がれき発生原単位 

可燃物系（ｔ/ｍ2） 不燃物計（ｔ/ｍ2） 

木造 全壊 0.194 0.502 

半壊 0.097 0.251 

鉄筋系建物 全壊 0.120 0.987 

半壊 0.060 0.494 

鉄骨系建物 全壊 0.082 0.630 

半壊 0.041 0.320 
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３）し尿等の発生量の推定 

し尿等の発生量は、避難者数を考慮し次式により推定します。 

 

○し尿等総量（ｋL）＝し尿量（Ａ）＋浄化槽汚泥量（Ｂ） 

・Ａ）し尿量＝し尿収集必要人口※×し尿発生原単位（3.97Ｌ/日・人；本市実績 R1） 

※し尿収集必要人口＝避難者数＋し尿収集人口（避難者を除きます） 

・Ｂ）浄化槽汚泥量＝浄化槽支障基数×1基当たり浄化槽汚泥量（4.592ｋＬ/基※） 

※7人槽通常型 市町村設置型合併処理浄化槽を想定 

 

５．被災家屋等に関する解体撤去の手順 

災害廃棄物処理事業は、廃棄物処理法第 22 条にて国庫補助の対象となってお

り、建物の所有者の申請に基づいて、自治体が解体撤去と運搬を発注することが

できます。国庫補助により被災家屋等の解体・撤去を行う手順を以下に示します。 

 

（国庫補助による解体撤去の実施手順） 

①建物の所有者からの解体撤去申請の受付 

②り災証明及び固定資産台帳による建物面積等の確認 

③家屋の被害程度などに関する現地調査 

④解体撤去の決定及び危険性、公益性から解体撤去の優先度の設定 

⑤解体業者への発注 

⑥解体撤去作業の完了確認 

⑦解体業者への支払い 

 

６．具体的な行動計画の検討 

本計画の実効性を確保するためには、具体的な災害廃棄物処理の行動計画につ

いて、市役所組織内において情報共有するとともに、関係者に周知しておくこと

が重要です。 

そのため、唐津市地域防災計画や佐賀県の地域防災計画に基づき、本市で災害

が発生した場合の災害廃棄物等の処理について、あらかじめ必要な被害想定を行

って課題等を抽出し、災害時の協力体制、役割分担、仮置き場や処理・処分施設

の確保など必要な内容について調査・検討を進めます。また、県や防災関係行政

機関、関係地方公共団体、民間事業者団体等と調整を図り、対応策の充実を図り

ます。 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１ ごみ排出量等の推計結果 
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添付資料２ し尿等排出量の推計結果 
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